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第8章 国際機関及び国際協力

第1節 国 際 機 関

1概 況

通信はその本来的性質からみて世界的なものであ り,世 界を通信で結ぶた

めには,ま ず第一に国際間に統一された合意を必要 とす る。そのため郵便及

び電気通信に関する国際協力を維持,増 進す るための政府間国際機関である

万国郵便連合(UPU)及 び国際電気通信連合(ITU)は,他 の国際機関

に先駆けて早 くから設立され,既 に100年 を超える歴史を有 し,ま た,加 盟

国数においても150か 国を超す大 きな組織となっている。

一方,通 信衛星を利用して国際通信を行 うための国際組織である国際電気

通信衛星機構(イ ンテルサッ ト)も 既に17年 を経過 し,そ のメンバも106か

国とな り,大 容量 ・高品質のシステムを安定的に提供 して衛星通信を日常的

なものとしている。その成功を背景 として,衛 星通信により海事通信の改善

を目指 して,1979年7月16日 に発足 した国際海事衛星機構(イ ンマルサ ット)

は,1982年2月1日 にシステムの運用を開始 した。

以上のほか,国 際海事機関(IMO)及 び国際民間航空機関(ICAO)に お

いても,通 信は常に主要な問題の一つとして取 り上げられてお り,ま た,最

近では通信技術の飛躍的発展が経済,社 会及び文化に広 く与える影響の重要

性を論点として,国 際連合教育科学文化機関(UNESCO),経 済協力開発機

構(OECD)等 においても通信にかかわ る問題が活発な議論の対象 となって

いる。
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2万 国郵便連合(UPU)

(1)概 要

万国郵便連合(加 盟国165)は,創 設以来百年有余の歴史を有す る国際連

合の専門機関の一つで,郵 便業務の効果的運営によって諸国民間の通信連絡

を増進 し,か つ,文 化,社 会及び経済の分野における国際協力の発展に寄与

することを 目的 とする政府間国際機関である。

我が国は,1877年(明 治10年)以 来UPU加 盟国であり,現 在,連 合の常

設機関である郵便研究諮問理事会の理事国として連合の活動において指導的

な役割を果たしている。

連合の最高意思決定機関としては,原 則として5年 に1回 開催される大会

議があ り,連 合の条約類は,こ の大会議で検討,改 正される。我が国は,加

入が義務的である万国郵便連合憲章,万 国郵便連合一般規則及び万国郵便条

約並びに加入が任意である小包郵便物に関する約定等連合の条約の当事国で

ある。

連合の機関は,UPU憲 章及びUPU一 般規則に基づいて,第2-8-1

図のように構成されている。

連合の常設機関として,国 際事務局がスイスのベルンに置かれ,連 合の日

常の活動を処理 している。この国際事務局には日本人職員2名 が勤務してい

る。

また,UPU憲 章に基づき,8の 限定連合が設立されてお り,我 が国は,

このうちアジア=太 平洋郵便連合に加盟 している。

(2)第18回 万国郵便大会議で作成された条約類の実施

第18回大会議は,1979年9月12日 から10月26日 までブラジルのリオ ・デ ・

ジャネイロで142か 国が参加して開催された。

主要な決定事項には,1981年 から1985年 までの連合の年次経費の最高限度

額の決定,連 合の年次経費の前払制度への移行,執 行理事会及び郵便研究諮

問理事会の理事国の選出,連 合の通貨制度へのSDR(特 別引出権)の導入,
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第2-8-1図 万国郵便連合(UPU)の 構成
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価格表記書状に関す る約定の規定の万国郵便条約への統合,通 常郵便物の料

金の改定等がある。この大会議で採択された新条約類は,1981年7月1目 か

ら施行された。

なお,第19回 大会議は,1984年 西独で開催される。

(3)執 行理事会(CE)

執行理事会は,大 会議から大会議までの間の連合の事業の継続を確保する

ことを任務 とし,連 合の年次予算等の審査,承 認を行 うほか,大 会議から付

託された案件を研究 し,そ の結果を条約類の改正案等の形で次の大会議に提

出する。 理事国は,大 会議ごとに選出され,年1回 連合の所在地で会合 す

る。我が国は,1969年 から1979年 まで2期 理事国を務めたが三選禁止の規定

によ り,第18回 大会議では執行理事会の理事国選挙には立候補でき なかっ
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た。同理事会の1982年 の年次会合は4月29日 から5月13日 まで開催され,我

が国は郵便研究諮問理事会の委員会の議長国としてこれに出席した。

(4)郵 便研究諮問理事会(CCEP)

郵便研究諮問理事会は,郵 便に関する技術上,業 務上,経 済上及び技術協

力上の諸問題につき研究を行い,意 見を表明することを任務とし,1957年 に

創設された連合の常設機関であ り,大 会議が選出した35の 理事国で構成され

ている。我が国は,理 事会創設以来,理 事国を務めてお り,第18回 大会議に

おいては,理 事会の第3委 員会議長に選出された。

第3委 員会は,郵 便機械化,局 舎及び自動車輸送に関する問題を検討 して

お り,現 在これらに関する12の研究を進めている。我が国は,こ の委員会の

議長国として,次 期大会議(1984年 開催予定)ま での間委員会 の 活動 を 指

導,推 進し,作 業の進ちょく状況あるいは研究結果を理事会に報告すること

になっている。1981年 の理事会年次会合は,10月22日 から同月29日 までスイ

スのベルンにおいて開催された。

(5)ア ジア=太 平洋郵便連合(APPU)

アジア=太 平洋郵便連合は,ア ジア及び太平洋地域内における郵便業務の

改善及び郵便上の協力関係の緊密化を図るためにUPU憲 章に基づいて設立

された限定郵便連合であ り,現 在,域 内のUPU加 盟国中18か国が加盟して

いる。

我が国は,1968年 に加盟し,以 来,特 に技術協力の面で積極的に貢献して

お り,郵 便業務の面では,本 連合加盟国あて船便の書状及び郵便葉書の料金

につき,一 般の外国あての料金を40%引 き下げたものを適用している。

この連合の最高機関は大会議であるが,第4回 大会議は,1981年3月 にイ

ンドネシアの ジョグジャカルタで開催された。主要な決定事項にはAOPU

(アジア=オ セアニア郵便連合)の 名称のAPPU(ア ジア=太 平洋郵便連合)

への改称,連 合への加盟手続の簡易化,連 合加盟国あての船便郵便物に適用

される低減料金の範囲の明定等がある。この際に締結された条約は,1982年

7月1日 から施行 された。
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また,こ の連合の事業の継続を確保す ることを任務 とする執行理事会は,

すべての加盟国で構成され,原 則として1年 に1回 会合することとされてい

る。

3国 際電気通信連合(ITU)

(1)概 要

ITU(加 盟国157か 国)は,国 際連合の専門機関の一つで,電 気通信の

分野において広い国際的責任を有する政府間国際機関であ り,1865年 に万国

電信連合 として発足した。

我が国は,1879年 にこれに加盟して以来100年 間,連 合の活動に積極的に

参加し,国 際協力の実現に貢献してきたが,特 に1959年 以降は,連 合の管理

理事会の理事国及び国際周波数登録委員会(IFRB)の 委員選出国として連合

の運営面においても主要な役割を果たしている。また,連 合の本部職員 とし

我が国から5名(57年3月 末現在,IFRB委 員を含む。)が派遺されている。

(2)管 理理事会

管理理事会は,全 権委員会議によって委任 された権限の範囲内で,全 権委

員会会議の代理者 として行動し,条 約,業 務規則,全 権委員会議及び連合の

他の会議 ・会合の決定の実務を容易にす るための措置を採 ることを任務とし

ている。

第36回会期管理理事会は,1981年6月1日 から同月19日 まで19日 間ジュネ

ーブにおいて開催され,連 合の会議 ・会合計画,1982年 度予算,人 事関係,

技術協力等の案件について審議した。1982年 度予算については,7,796万5

千スイス ・フランが承認された。

なお,第36回 会期において,9年 ぶ りに1982年9月28日 から11月5目 まで

ケニアのナイロビで全権委員会議を開催す ることが決定 した。

(3)国 際無線通信諮問委員会(CCIR)

CCIRは,無 線通信に関する技術や運用の問題について研究 し,意 見を表

明す ることを任務 とする国際電気通信連合の常設機関であ り,総 会及び総会



第8章 国際機関及び国際協力 一403一

第2-8-2図ITUの 組 織
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現 在 の理 事 国(36)

メ キ シ コ,カ ナ ダ,米 国,ブ ラ ジル,,ア ル ゼ ンテ ィ ン,ト リニ ダ ソ ド ・トバ 訊

ヴ ェ ネ ズ エ ラ,フ ラ ン ス,西 独,ス ペ イ ン.イ タ リア.英 国,ス イ ス,ス ウ

ェー デ ン,ル ー マ ニ ア,ポ ー ラ ン ド,ハ ンガ リー,ソ 運,タ ンザ ニ ア,エ ジ プ

ト,ア ル ジ ェ リア,モ ロ ッ コ,カ メル ー ン,セ ネ ガル,ナ イ ジ ェ リア,ザ イ ー

ル,エ テ ィオ ピ ア,日 本,イ ン ド,中 国,オ ー ス トラ リア,サ ウ デ ィ ・ア ラ ビ

ァ,レ バ ノ ン,タ イ,イ ラ ン,マ レイ シア
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が設ける研究委員会によって運営される。

総会は,通 常3～4年 ごとに開催され,研 究委員会の研究成果である報告

書を審査 し,承 認するかどうかを決定する。

研究委員会は,現 在,全 部で13あ って(第2-8-3表 参照),そ れぞれ

の担当分野が決められてお り,電 波天文,電 波伝搬等の基礎的な研究から,

地上通信,宇 宙通信,放 送等の実際的な業務に関するものまで広範囲にわた

っている。

また,研 究委員会の研究事項は,総 会で決定するほか,全 権委員会会議,

各主管庁会議等によ り付託されることもある。

各研究委員会の審議は,総 会から総会 までの間に開催される中聞会議及び

最終会議において行われ,報 告書が作成 される。

これらの研究の成果 として,総 会で採択された文書は,勧 告等のかたちで

発表され,無 線通信システムの設計及び実施のための世界的な技術的指針と

なるほか,各 種の無線通信主管庁会議の審議の技術的資料 として使用され,

また,総 会は,必 要な場合には,無 線通信規則の改正案を無線通信主管庁会

議に提出することとなっている。

56年度における主な会議は,次 のとお りである。

ア.研 究委員会最終会議

この会議は,第15回 総会に提出す る勧告案,報 告案等を作成す るために,

1981年8月17日 から11月3目 までスイスのジュネーブにおいて,主 管庁57 ,

認められた私企業31,国 際機関14,学 術工業団体18,国 連専門機関3及 び

ITUの 他の機関3か ら総勢1,166名(我 が国からは51名)が 出席 して開催

され,各 国か ら提出された寄与文書1,271件(我 が国からは112件)に つい

て審議を行った。

審議項 目のうち,主 要なものは,次 のとお りである。

① デ ィジタル無線電話中継方式の回線品質

② 地球局アソテナの設計目標としての放射 ダイヤグラム

③ 可視光及び遠赤外光の減衰
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④HF放 送 のた め の伝 搬 予 測 法

⑤ 国際 無 線 呼 出 方 式 の 符号 及 び 信 号 形 式 の標 準 化

⑥ ス タ ジ オ用 デ ィジ タル テ レ ビジ ョン方 式 の統 一

⑦ テ レテ キ ス トシス テ ム の特 性

⑧ 静 止 衛 星 軌 道 に 関 す る世 界無 線 通 信主 管庁 会 議 のた め の 技術 情 報

イ.第15回 総 会

この総 会 は,1982年2月15日 か ら2月26日 ま で ス イ スの ジ ュネ ー ブに おい

て,主 管 庁78,認 め られ た私 企 業19,国 際機 関14,国 連 専 門機 関3及 びITU

の 他 の機 関4か ら総勢457名(我 が 国 か ら23名)が 出席 して 開催 され た 。

勧 告,報 告 等 に 関 す る審 議 項 目の うち主 要 な ものは,次 の とお りで あ る。

① 地 球 局 ア ンテ ナ の設 計 目標 と して の ア ンテ ナ ダ イヤ グ ラム

② 衛 星 を 用 い た時 刻信 号 及 び 標 準 周波 数 の分 配

③ 国際 無 線 呼 出方 式 の コー ド

④ デ ィジ タ ル無 線通 信 方 式 の品 質

⑤ ス タ ジオ用 デ ィジ タ ルテ レビの符 号化

この ほか,CCIRの 作 業 組織 及 び 各研 究 委 員 会 の構 成 の見 直 しに つ い て 組

織 委員 会(議 長:日 本)が 中心 にな って 審 議 が行 われ た結 果,CCIRは 無 線

通 信主 管 庁 会 議 の た め の準 備 会 合(CPM)を 開 催 し,そ こで 会 議 の準 備 を

行 うこ と,CCIR委 員 長 は 各 研 究委 員会 の議 長,副 議 長 及 び主 管 庁 と相 談 し

てConferenceConsultativeGroup(CCG)を 設 立 しCPMの 具体 的 な計

画 を行 うこ と とな っ た 。

また,各 研 究 委 員 会(SG)の 議 長 及 び 副 議長 の指 名 が 行 わ れ,我 が 国 か

らはSG3の 議 長 及 びSG9の 副 議 長 が選 出 され た 。

ウ,第8研 究 委 員会 特 別 会 議

この会 議 は,1983年2月 か ら開 催 され る移 動 業 務 に 関す る世 界 無 線 通 信主

管 庁会 議(WARC-Mobile)の 審 議 に必 要 な 技 術 的 資料 を作 成 す るた め に

1981年9月7日 か ら9月18日 まで ス イ ス の ジ ェ ネ ー ブに おい て 主 管 庁38,

認 め られた 私企 業9,国 際 機 関5,学 術 工 業 団 体3,国 連 専 門 機 関3及 び
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第2-8-3表CCIRの 研究委員会

研究委員会 1 所 掌 事 務

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

CMTT

CMV

スペ ク トラムの有効利用,監 視

宇宙研究及 び電波天文業務

約30MHz以 下の固定業務

固定衛星業務

非電離媒質 内伝搬

電離媒質内伝搬

標準周波数及 び報時信号

移動,無 線測位及び アマチ ュア業務

無線 中継 システムを用い る固定業務

放送業務(音 声)

放送業務(テ レビジ ョン)

音声及 びテ レビジ ョンプ ログラムの長距離伝送

用語

ITUの 他の機関4か ら総勢190名(我 が国から11名)が 出席して 開催され

た。

審議項 目のうち,主 要なものは,次 のとお りである。

① 国際遭難周波数500kHzの 保護周波数帯の縮少

②2,170-2,194kHzの 周波数帯の将来の使用

③ 衛星を利用する非常用位置指示無線標識の将来の利用 と特性

④ 海上移動衛星業務のための技術運用基準

⑤ 海上移動業務及び海上移動衛星業務の局の識別

⑥ 海上移動業務におけ るディジタル選択呼出し

(4)国 際電信電話諮問委員会(CCITT)

CCITTは,電 信及び電話に関する技術,運 用及び料金の問題について研

究 し,勧 告を作成することを任務とし,総 会及び総会が設ける研究委員会に

よって運営されている(第2-8-4表 参照)。

第7回 総会(1980年11月)に おいて研究委員会(SG)等 の新しい組織が

承認された。

このSGご とに1981年 ～1984年 研究期の研究活動が開始され,我 が国から
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CCITT研 究委員会,プ ラン委 員会等一覧

SGI電 信及び※テ レマテ 、ック・サ

ービス(フ ァクシ ミリ,テ レテ

ックス,ビ デオテ ックス等)の

定義及び運用

SGH電 話の運用及びサー ビス品質

SG皿 一般料金原則

SGIV国 際回線及び回線鎖 の伝送上の

保守並びに 自動及び半 自動網の

保守

SGV電 磁発生源か らの干渉 と危険に

対す る防護

SGVIケ ーブル ・シース と電柱 の防護

と仕様

SGV皿 データ通信網

SG～ 皿 ※ テ レマテ ィック・サー ビス(フ

ァクシ ミリ,テ レテ ックス,ビ

デオテ ックス等)の 端末機器

(旧SG皿 十SGXの

SGD(電 信網及び端末機 器

(旧SGD【 十SGX)

SGXI電 話 の交換及び信号

SG刈 電話伝送品質及び市内電話網

SG廻 伝送方式

SG潮 電話回線

SG測 電話網を利用するデータ通信

SG細 デ ィジタル網

※ 「テ レマティック・サー ビス」

の用語は,暫 定的に使用 され る。

CMBD回 線雑音 とアベイラ ビリテ ィ

GM/LTG電 話型回線 の電話以外の利用

GM/SMM海 上移動業務

GAS3伝 送方式の経済的 ・技術的比

較

GAS4一 次電源

GAS5電 気通信の発展 に関連す る経

済的 ・社会的問題

GAS7村 落電気通信

GAS8地 域衛星網の実施に伴 う経済

的及び技術的影響

GAS9ア ナ ログか らデ ィジタル電気

通信網への移行に伴 う経済的

・技術的側面

世界 プラン委員会

アジア ・大 洋州 プラン委員会

アフ リカプラン委員会

ヨーロッパ ・地 中海地域 プラン委員会

ラテン ・ア メリカプラン委員会

SG皿 の地域料金作業班

アジア ・大 洋州地域GR/TAS

アフ リカ地域GR/TAF

ヨーロツパ ・地 中海地域

GR/TEUREM

ラテン ・ア メ リカ地域GR/TAL

も,主 管庁,認 め られ た 私 企業,学 術 工 業 団 体 が 中心 とな って 積 極 的 に参 加

してい る。

なお,1982年2月3日 か ら同 月10日 ま で,フ ィ リッ ピン のマ ニ ラに お いて

ア ジ ア大 洋 州 プ ラ ン委 員 会 会 合 が 開催 され た 。 同 プ ラ ン委 員 会 は,域 内 の電

気 通 信 の秩 序 あ る発 展 を 容 易 に す るた め,国 際 電 気通 信 網 一 般 計 画 を作 成 す

る こ とを 主 任 務 と して い る。
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4国 際電気通信衛星機構i(INTELSAT)

(1)概 要

インテルサ ットは,通 信衛星を利用 した国際公衆電気通信業務に必要な宇

宙部分を世界のすべての地域に提供することを主たる目標 としている組織で

あ り,1964年8月,暫 定的制度 として発足 した。その後,数 次にわたる恒久

化のための国際会議を経て,1973年2月 「国際電気通信衛星機構(イ ンテル

サ ット)に 関する協定」及び 「国際電気通信衛星機構(イ ンテルサ ット)に

関する運用協定」が発効 し,恒 久的制度 となった。

両協定の うち,前 者は,イ ンテルサ ットに参加する政府が署名する政府間

協定であって,機 構の組織等の基本的事項を規定し,後 者は,政 府が指定す

る電気通信事業体が署名する協定であって,機 構の財政的,運 用的側面に関

する事項を定めている。

我が国は,暫 定的制度発足時からインテルサ ットに参加してお り,イ ンテ

ルサットに対 して出資し,そ の運営に参画す る電気通信事業体 として,国 際

電電を指定 している。

なお,イ ンテルサ ットの締約国は,1982年3月31日 現在106か 国である。

(2)イ ンテルサ ットの組織構成

インルサ ットの組織は,政 府間協定の全締約国で構成す る締約国総会,運

用協定の全署名当事者で構成す る署名当事者総会,出 資率の大 きさ又は地域

配分により選定される署名当事者の代表で構成する理事会及び理事会の決定

に従い管理業務を遂行する事務局の4者 構成 となっている。

(3)締 約国総会

締約国総会は,主 権国としての締約国に関する事項,イ ンテルサ ットの一

般方針及び長期目標等を審議することなどを任務 としてお り,原 則的に2年

に1回 開催される。1982年10月 にはワシントンD.C.(米 国)で第7回 締約国

総会が開催された。

(4)署 名当事者総会
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イ ンテルサ ッ トに対す る理事 の出資率

(1982.3.

一409一

1現 在)

理 事

1,米 国

2.英 国/ア イ ル ラ ン ド

3.フ ラ ン ス/モ ナ コ

4.ブ ラ ジ ル/ポ ル トガ ル

5.西 独

6.オ ー ス トラ リ ア

7.ス ペ イ ン/コ ロ ン ビ ア/ペ ル ー

8.日 本

9.サ ウ デ ィ ・ ア ラ ビ ア

lO.ア セ ア ン ・ グ ル ー プ(注1)

11.オ ー ス ト リア/ギ リ シ ア/ス イ

ス/リ ヒ テ ン シ ュ タ イ ン

12.カ ナ ダ

13.イ タ リ ア/ヴ ァ チ カ ソ

14.ヴ ェ ネ ズ エ ラ/メ キ シ コ/エ ク

ア ドル/ボ リ ビ ア

15.イ ラ ン/韓 国/パ キ ス タ ン/ト

ノレ コ

出資率

24.10

13.43

5.91

3.75

3,59

3.46

3,24

3.10

3.02

2.95

2.58

2.49

2.42

2.42

2.40

} 理 事

16.ア ラ ブ ・グ ル ー プnl(注2)

17.ベ ル ギ ー/オ ラ ン ダ/ル ク セ ン

ブ ル グ

18,ア ラ ブ ・グ ル ー プH(注3)

19.ア ラ ブ ・グ ル ー プ1(注4)

20.ア ル ゼ ン テ ィ ン/チ リ/パ ラ グ

ア イ

21.ナ イ ジ ェ リ ア

22.北 欧 グ ル ー プ(注5)

23.ア フ リ カ ・グ ル ー プr[(注6)

24.カ リ ブ ・グ ル ー プ(注7)

25.ア フ リ カ ・グ ル ー プ1(注8)

26.中 央 ア メ リ カ ・ グ ル ー プ

(注9)

計

出資率

2.23

1.91

1.91

1,86

1.86

1.55

1.75

1.45

0.87

0.65

0.30

95.20

(注)1.イ ン ドネ シ ア,マ レイ シ ア,フ ィ リ ピ ン,シ ン ガ ポ ー ル,タ イ

2.イ ラ ク,ク ウ ェ イ ト.オ マ ー ン,カ タ ー ル

3.ア ラ ブ 首 長 国 連 邦,イ エ メ ソ

4,ア ル ジ ェ リ ア,ジ ョル ダ ン,レ バ ノ ン,リ ビ ア,モ ー リタ ニ ア,モ ロ ッ

コ,ス ー ダ ン,シ リ ア,テ ユ ニ ジ ア

5.デ ン マ ー ク,フ ィ ン ラ ン ド,ア イ ス ラ ン ド,ノ ル ウ ェ ー,ス ウ ェ ー デ ン

6.カ メ ル ー ン,中 央 ア フ リ カ共 和 国,チ ャ ド,コ ン ゴ,ガ ボ ン,象 牙 海

岸,マ リ,ニ ジ ェ ー ル,セ ネ ガ ル,上 ボ ル タ,ザ イ ー ル

7.パ ル パ ドス,ド ミ 三 力,ハ イ テ ィ,ジ ャ マ イ カ,ト リ ニ ダ ッ ド ・ トバ ゴ

8.エ テ ィオ ピ ア,ケ ニ ア,タ ン ザ ニ ア,ウ ガ ン ダ,ザ ン ビ ア

9.コ ス タ リ カ,エ ル ・サ ル ヴ ァ ドル,グ ァ テ マ ラ,ホ ン デ ェ ラ ス,ニ カ ラ

グ ア,パ ナ マ

署名当事者総会は,理 事会から提出される年次報告の審査,理 事会への代

表資格を与える最小出資率の決定,資 本限度額の変更等を行 う権限を有して

いる。1981年 度においては,第11回 署名当事者総会が開催された。
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第2-8-6表 イ ンテ ル サ ッ トの 運 用衛 星 の配 置 及び 使 用状 況

(1982.3.31現 在)

地 域 大 西 洋1… 洋 太 平 洋

衛 星

静 止 位 置

V

(F-3)

西経
24.54度

IV-A

(F-4)

西経
34.53度

】V-A

(F-1)

西経
18.47度

IV-A
(F-6)

東経
62。98度

W-A
(F-3)

東 経
60.22度

(F-1)

東 経
173.96度

接 続 ア ン テ ナ 数 65 44 i7 58 4 31

使 用 ユ ニ ッ ト 数

G三 礁 ぞダ0)
16,019 12,178 8,239.5 9,467.5 676 6,346

(注)ユ ニッ ト とは,二 つ の標準地球局間に4kHz相 当 の電話双方 向回線を設定

す るために必要な衛星の電 力 と帯域 の単位 であって,2単 位を もつ て一双方向

回線が設定 され る。

第11回 署 名 当 事 老 総 会 は,1981年4月13日 か ら16日 まで ニ ュー ・ジ ー ラン

ドの オ ー クラ ン ドで 開催 され,最 小 出資 率 を1.71%と す る こ とを 決 定 した 。

また,同 総 会 は4月14日 付 で資 本 限 度 額 を12億 ドルか ら23億 ドルに 増 額 す る

こ とを承 認 した 。

(5)理 事 会

理 事 会 は,イ ンテ ル サ ッ ト宇 宙 部 分 の開 発,設 定,維 持 等 に 責 任 を 有 して

お り,イ ンテ ル サ ッ ト運 営 の中 心 的 機 関 で あ る。 理 事 会 の 構 成 員 は ,1982年

3月31日 現在,出 資 率 の大 き さ に よ って 選 出 され る理 事21,地 域 グ ル ー プの

代表 で あ る理 事5の 計26で あ り,こ れ ら の理 事 が 代 表 す る締 約 国 は88か 国 で

あ る。 そ の 内訳 は 第2-8-5表 の とお りで あ る。

1981年 度 に お い て は,第46回 か ら第50回 まで の5回 の 理 事 会 が 開 催 され た

が,そ の主 要 な活 動 は次 の とお りで あ る。

① ヒ ュ ー ズ社(HughesAircraftCo.)と のVI号 衛 星調 達 契 約 の 締結 を

承認 した 。

② 大 西 洋 及 び イ ン ド洋 地 域 の衛 星 配 置 計 画 案 を 採 択 す る と と もにV-A

衛 星3基 の追 加 発 注 及 び そ の打 上 げ機 と して ア トラス ・セ ン トール1基
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並 び に ア リア ソ2基 の調 達 を決 定 した 。

③ フ ル タ イ ムの 国 際TV回 線 リース サ ー ビスを 開 始 した 。

(6)イ ン テル サ ッ トの衛 星 シ ステ ム

1982年3月 現 在,電 話4千 回線 及 び テ レ ビジ ョン2チ ャ ンネ ル分 の容量 を

持 つIV号 系 衛 星,電 話6千 回線 及 び テ レビ ジ ョン2チ ャンネ ル分 の容 量 を 持

つIV-A系 衛 星 並 び に 電話1万2千 回 線 及 び テ レ ピジ7ン2チ ャン ネル 分 の

容量 を持 つV号 衛 星 が 運用 に供 され て い る。

運 用 衛 星 の配 置 及 び 使用 状 況 は第2-8-6表 の とお りで あ る。

一 方 ,こ れ ら の衛 星 を利 用 して通 信 を行 っ てい る地 球 局 は1982年1月31日

現 在,124か 国 の311地 球 局(ア ンテ ナ数397)で あ る。

5国 際海事衛星機構i(INMARSAT)

(1)概 要

国際海事衛星機構(イ ンマルサット)は,海 事通信を改善するために必要

な宇宙部分の提供を目的とした国際組織であり,1979年7月 「国際海事衛星

機構(イ ンマルサット)に 関する条約」及び 「国際海事衛星機構(イ ンマル

サット)に 関する運用協定」の発効に伴い発足した。

条約は,イ ンマルサ ットに参加する政府が署名する政府間条約であって,

機構の組織構成等の基本的事項を規定 し,運 用協定は,政 府の指定する事業

体が署名する協定であって,機 構の財政的,運 用的側面に関する細目的事項

を定めている。

我が国は,発 足時からインマルサットに参加し,そ の運営に参加する事業

体 として,国 際電電を指定 している。

なお,1982年3月 末現在のインマルサットの締約国と出資率は第2-8-

7表 のとお りである。

(2)イ ンマルサ ットの組織構成

インマルサットの組織は,イ ンマルサットに関する条約の全締約国で構成

す る総会,出 資率の大きさ又は地域配分により選定される署名当事者(及 び
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第2-8-7表 イ ンマルサ ットの締約国及びその署名 当事者 の出資率

(1982.3.1現 在)

国 名 出 資 率

O米

○ ソ

白

ウ

○ 英

○ ノ

○ 日

○ イ

○ フ

○ 西

○ ギ

0オ

○ カ

0ク

○ ス

○ ス

○

○

○

○

オ ー ス

ブ

デ

イ

国

連

ロ シ ア

ク ラ イ ナ

国

一 ル ウ 西 一

本

タ リ ア

ラ ン ス

独

リ シ ア

ラ ン ダ

ナ ダ

ウ ェ イ ト

ペ イ ン

ウ ェ ー デ ン

ト ラ リ ア

ラ ジ ル

ン マ ク

ン ド

23.36370

}-
9.89134

7.87821

6.99915

3.35524

2.88553

2.88553

2.88553

2.88553

2.61717

2.Ol315

2.01315

1.87898

1.67770

1.67770

1.67770

1,67770

国 名 帥 資率

○

○

●

●

●

●
エ

イ

リ

オ

チ

フ

ス

ポ ー ラ ン ド

シ ン ガ ポ ー ル

中 国

ベ ル ギ ー

フ ィ ン ラ ン ド

ア ル ゼ ソ テ ィ ン

ニ ュー ・ジー ラ ン ド

ブ ル ガ リ ア

ポ ル ト ガ ル

ア ル ジ ー リ ア

ジ フ

ラ

ベ リ

マ ー

イ リ ピ

リ ・ ラ ン

計

ト

ク

ア

ン

リ

ン

カ

1.67770

1.67770

1,23666

0.60395

0.60395

0.60395

0.36277

0.27204

0.20610

0.05000

0.05000

0.05000

0.05000

0.05000

0.05000

0.05000

0.05000

100.00000

(注)○ 出資率に基づ く 理事会構 成員(た だ し,ス ウェーデ ン/フ ィンラン ド,

オラ ンダ/ベルギ ーは集団代表)

● 地域代表 と して第2回 総 会で選 出 され た理事会 構成員

署名当事老集団)の 代表で構成される理事会及びインマルサットを法的に代

表する事務局長 と専門スタッフで構成され,業 務の管理,執 行を担当す る事

務局の三者構成 となっている。

(3)総 会

総会は,主 権国としての加盟国に関係する事項,イ ソマルサッ トの一般方

針及び長期 目標等を審議することなどを任務 としてお り,原 則的に2年 に1

回開催される。1981年 度においては,第2回 総会が開催された。

第2回 総会は,1981年11月23日 及び24日 の両 日,英 国のロン ドンで開催さ
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第2-8-8表 インマルサ ットの運用衛星の配置及び海岸地球局

(1982。3.31現 在)

地 域 大 西 洋 イ ン ド 洋 太 平 洋

衛 星1・ ・サ ・ ・(・-D[・ ・サ ・ ・(・ 一 ・)・ ・サ ・ ・(・ 一 ・)

静 止 位 置1酪1・95劇 難 ・… 度 東 経176.20度

接 続

海岸地球局

サ ウ スベ リー局

(米 国)

エ イ ク局

(ノ ール ウ ェー)

山 口局(日 本)
サ ンタポー ラ局

(米国)

茨城局(日 本)

れ,理 事会への地域代表の選任及び総会 へ の オブザーバー参加等を決定 し

た。

(4)理 事 会

理事会は,イ ンマルサ ットの目的を達成するために必要な宇宙部分を提供

する責任を持ち,こ の責任を果たすために宇宙部分の企画,開 発,取 得,運

用等に関する方針を採択するなど,す べての適当な任務を遂行する権限を有

してお り,イ ンマルサ ット事業運営の中心的機関である。

1981年度においては,第8回 から第10回 までの3回 の理事会が開催された

が,そ の主要な活動は次のとお りである。

① 資本限度額を2億 ドルから3億 ドルに増額した。

② 海岸地球局の承認手続 船舶地球局の承認手続等を採択 した。

③ インマルサット宇宙部分の配置計画を採択した。

④ 高速度データ伝送サービス導入を決定した。

(5)イ ンマルサットの衛星システム

1982年2月1日,イ ンマルサ ットは,3大 洋地域において一斉にそのシス

テムの運用を開始した。運用開始当初は,3大 洋とも既存のマリサ ット衛星

を使用するが,マ レックス衛星又はインテルサットV号MCSが 使用可能に

な り次第,順 次それらの衛星に移行することとなっている。

運用衛星の配置及び海岸地球局は,第2-8-8表 のとお りである。
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6そ の他の国際機関

(1)ア ジア ・太平洋電気通信共同体(APT)

ア.概 要

アジア ・太平洋電気通信共同体(Asia-Paci丘cTelecommunity)は,ア ジ

ア ・太平洋地域における電気通信の開発を促進し地域電気通信網の整備拡充

を主たる目的として,そ の設立憲章が第32回ESCAP(ア ジア ・太平洋経済

社会委員会)総 会(1976年3月 開催)に おいて採択された。我が国は,AP

T共 同体設立準備のため積極的に協力した後,1977年11月25日 に同憲章の批

准を終えた。同憲章は,APT本 部所在国であるタイを含む7か 国の批准書

が寄託されて1979年2月 に発効 した。同年5月 創立総会がバンコクで開催さ

れ,同 年7月 に事務局が発足 し,APTの 活動が開始 された。APTは,国

際電気通信条約(1973年 マラガ=ト レモリノス)第32条 の規定に合致す る地

域的電気通信機関でもあ り,加 盟国(19か 国),準 加盟国(2か 国)及 び賛

助加盟員(9社)か ら構成されている。

イ.組 織

APTの 主要機関は,総 会,管 理委員会及び事務局であるが,こ のほかに

総会又は管理委員会はAPT目 的遂行のため必要と認める補助機関及び専門

部会を設置す ることができる。

総会は,APTの 最高機関であ り,す べての加盟国及び準加盟国で構成さ

れ,3年 ごとに通常会期 として,ま た,必 要がある場合には臨時会期 として

会合する。

管理委員会は,共 同体のすべての加盟国及び準加盟国で構成 され,総 会が

決定する方針及び原則を実施する機関である。

事務局は,共 同体の首席の管理職員である事務局長,管 理委員会が必要 と

認める数の事務局次長(現 在1名)及 び管理委員会が必要 と認める他の職員

で構成される。我が国からは,創 立以来引き続 き事務局次長が派遣されると

ともに2名 の長期専門家が事務局に派遣 されている。
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ウ.活 動

APTは,ア ジ ア ・太 平 洋 地 域 の 電気 通 信 網 の 整備,拡 充,調 整 等 を 行 うこ

とを 目的 と して い る 。 この ため 第2回 管理 委 員 会 の決 定 に 基 づ きス タ デ ィ ・

グル ー プが 設 け られ て い る 。 この グル ー プの 第1グ ル ー プ(SGI)で は 主

と して国 際 電 気 通 信 に 関す る事 項 が,第2グ ル ー プ(SGH)は 主 とし て国

内電 気 通 信 に 関 す る事 項 が 研 究 付 託 事項 とされ て い る。1981年10月5日 か ら

10日 まで に 開 催 され た ス タ デ ィ ・グル ープ会 合 で は,我 が 国か ら 「伝 送 媒 体

の配 分 」(SGI),「 ル ー ラル通 信 の研 究 を 推 進す る ため の提 案 」(SGH),

「マイ ク ロ ウ ェー ブ伝 搬 分 析」(SGH)に つ いて の発表 を行 い参 加 国 か らの

関心 を 集 め た 。

また,第2回 総 会 が,第5回 管理 委 員 会 と併 せ て1981年11月3日 か ら13日

ま で開 催 され,1982年 か ら1984年 まで のAPTの 目的 を達 成 す るた め の 基 本

的 な政 策 及 び これ に伴 う予 算 の上 限 等 が 決定 され た 。

なお,我 が 国 は1981年 度 にAPTへ 専 門家5名 を 派 遣す る と ともに,研 修

員1名 を 受 け 入れ て い る。

(2)国 際 連 合 ア ジ ア ・太 平 洋 経 済 社会 委 員会(ESCAP)

ESCAP(EconomicandSocialCommissionforAsiaandthePacif至c)

は,国 連 経 済社 会 理 事 会(ECOSOC)の 監 督下 にあ る地 域経 済委 員 会 の 一

つ で,1947年3月 に 設 立 され た 国連 ア ジ ア極東 経 済 委 員 会(ECAFE)の 名

称 が変 更 され(1974年9月),現 在 に 至 って い る もの であ る。

ESCAPの 本 部 は バ ン コクに あ り,地 域 内各 国 の経 済 ・社 会 開 発 の た め の

協 力を は じめ,こ れ に 関す る調 査 ・研 究 ・情 報 収 集等 を行 って い る。 現 在 の

加盟 国 は,域 内国39,域 外 国5の 計44か 国(う ち 準加 盟 国9か 国)で 我 が 国

は1952年 第8回 総 会 で 準加 盟 が 認 め られ,次 いで1954年 に正 式 加 盟 が 認 め ら

れ た 。

ESCAPに は,総 会 の下 部 機 構 と して,現 在,9つ の常 設 委 員 会 が あ り,

そ の一 つ で あ る海 運 ・運 輸 通信 委 員 会 の 運輸 ・通 信 ウイ ン グは 隔 年 ご とに 開

催 され る こ とに な って い るが,そ こで は,域 内 の電 気 通信 及 び 郵 便 の 開発 に
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関する技術及び経済関係の諸問題の討議,勧 告を行い,そ の実施状況の検討

がなされている。

また,ESCAPの 総会及び諸会合が我が国において開催されてきてお り・

1981年12月 には,今 後の域内諸国政府の情報 システムを強化するために必要

な方策及び各国の採るべき措置を検討す るため 「政府情報 システム及びデー

タ処理に関する政府間会合」が東京で開催 された。

(3)国 際海事機関(IMO)

ア.概 要

IMO(旧 称,政 府間海事協議機関(IMCO))は,海 運に影響のあるすべて

の事項について,国 際協力を促進することを 目的 として設立された国際連合

の専門機関の一つである。海上交通の増大 と高速化に伴い,船 舶の航行,人

命財産等の安全を確保するための重要な手段である無線通信の役割は,近 年

飛躍的に高まってお り,IMOの 通信分野における活動 もとみに活発化 して

いる。

これまでに,IMOの 招集する国際会議に おいて,無 線通信に 関係する

「1974年の海上における人命の安全のための国際条約」(以下 「'74SOLAS

条約」とい う。),「1977年 の漁船の安全のた め の トレモリノス国際条約」,

「1978年の船員の訓練及び資格証明並びに 当直の基準に関する国際条約」,

「国際海事衛星機構(イ ンマルサ ット)に 関する条約」,「1979年の海上にお

ける捜索救難に関する国際条約」等の多 くの条約が採択されている。

また,海 上における遭難 ・安全通信制度,船 舶に備える無線設備の備付要

件及びその技術基準等についても多 くの決議が,IMOの 総会で採択されて

いる。

なお,IMOは,1975年11月 に採択 された政府間海事協議機関(IMCO)条

約の改正が,1982年5月22日 に発効したことにより,そ の名称がIMCOか

らIMOに 変更になった。

イ,組 織

IMOは,総 会,理 事会,海 上安全委員会及び海洋環境保護委員会等の各
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種委員会及び機関が必要 と認める補助機関並びに事務局で構成されてお り,

無線通信に関する事項は,主 として,海 上安全委員会及びその補助機関であ

る無線通信小委員会で審議されている。

ウ.活 動

(カ'74SOLAS条 約改正のための拡大海上安全委員会

'74SOLAS条 約が採択された後の技術的発展を考慮 し
,海 難事故 の

防止等安全の確保に万全を期す ことを目的 として,IMOが これまでに

作成してきた同条約の改正案を審議し採択するために,1981年11月11

目,17日,18日,及 び20日 の4日 間,英 国のロン ドンにおいて,拡 大海

上安全委員会が開催された。

この会議で採択された無線通信関係の主な改正は次のとお りであ り,

これらの改正は1984年9月1日 に発効する予定である。

① 旅客船及び総 トン数300ト ン以上の貨物船に対するVHF無 線電話設

備の備付強制

② 無線電信局に対する2,182kHz周 波数で送 ・受信可能な無線電話設

備の備付強制

③ レーダの備付けを要する船舶の範囲の拡大

(イ)第23回 無線通信小委員会

第23回無線通信小委員会は,1981年5月11日 から15日までの5日 間,

英国のロン ドンにおいて開催された。

この会議においては,前 会期に引き続 き,今 世紀末(1990年 ころ)の

実施を目途に,IMOで 精力的に検討している将来の全世界的な海上遭

難 ・安全制度(FGMDSS)に 関する問題を重点的に審議 したが,特 段

の進展は見 られず,FGMDSSに おける船舶の無線設備の搭載要件及び

FGMDSSと の関連で見直しが必要 となる無線通信士の職務 等 に つ い

て,た たき台を作成するにとどまった。

また,'74SOLAS条 約第皿章(救 命設備)の 改正により備付けを要

求されることとなる衛星用EPIRB及 び双方向無線電話装置等の技術基
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準についても審議を行い,同 条約第IV章(無 線電信及び無線電話)に 含

める改正案を作成した。

このほか,無 線電話警急信号の誤使用を防止す るための措置について

も検討を行い,'74SOLAS条 約の関連規定の統一解釈案を作成した。

(ウ)第24回 無線通信小委員会

第24回無線通信小委員会は,1982年3月15日 から19日 までの5日 間,

英国のロン ドンにおいて開催された。

この会議において は,前 会期に引き続きFGMDSSに 関する残 され

た問題を中心に審議を行い,FGMDSSに おける船舶の無線設備の搭載

要件,FGMDSSへ の移行計画,FGMDSSの 解説書及びFGMDSS

に関する通信士の運用上の職務等について仮草案を作成した。

また,従 来から検討されてきた衛星用EPIRBの ホーミング周波数に

ついても審議が行われたが,一 の周波数に統一す ることができず,来 る

9月 に開催される海上安全委員会で再度審議を行 うことになった。

そのほか,1983年 の移動業務のための世界無線通信主管庁会議(WA-

RC-Mobile)に 備え,国 際遭難周波数500kHzの 発射の種別及び遭難

通信で使用する周波数の配列について,追 加の勧告を作成 した。

(4)国 際民間航空機関(ICAO)

ア.概 要

ICAOは 国際民間航空の安全 かつ秩序ある発達及び国際航空運送業務 の

健全で経済的な運営を図ることを目的として設立された国際連合の専門機関

の一つである。

航空の分野においても,通 信あるいは航行援助に多 くの電波が使われてい

ることか ら,ICAOの 主要な任務には,航 空通信の要件,無 線設備の技術

基準,航 空通信に分配された周波数の使用等について国際的な統一基準を設

定することが含まれている。これらの具体的な内容は,ICAOの 標準及び勧

告方式 として国際民間航空条約の付属書に規定されている。また,対 外的に

は,国 際民間航空に影響のある問題について,ITU等,他 の国際機関の行
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う研究活動に参加することも大きな任務の一つとなっている。

今日,こ の分野における電気通信の課題としては,電 子技術を十分に活用

しての通信の自動化の促進,無 線航行援助施設の性能の向上及び新技術の研

究開発,宇 宙通信技術の導入等が挙げられる。

イ.組 織

ICAOの 組織は,総 会,理 事会,事 務局等のほか,そ れぞれの分野にお

ける専門的な活動を行 う各種委員会や地域航空会議等の補助機関により構成

されてお り,無 線通信に関する事項は,主 として,航 空委員会及びその下部

機関である通信部会等で審議され,そ の結果を理事会に勧告,助 言すること

になっている。

ウ。活 動

航空委員会で検討 している最近の無線関係の事項は,次 のとお りである。

(ア)空対空通信用VHF周 波数を新しく割 り当てて,付 属書に規定するこ

と

(イ)現在使用 されている計器着陸方式(ILS)に 代わるマイクロ波着陸

方式(MLS)の 技術基準を付属書に規定すること

(5)国 際連合宇宙空間平和利用委員会

国際連合宇宙空間平和利用委員会は,国 際連合総会の下に宇宙空間の平和

利用に関する問題を検討することを目的 として設置された機関であ り,国 際

連合総会によって付託された審議事項について,委 員会自体が審議を行 うほ

か,問 題点を専門的に検討するためにその下部機関として設置した科学技術

小委員会及び法律小委員会の作業を基にして審議を行っている。当面付託さ

れている審議事項には,① 衛星による地球の遠隔探査(リ モー ト・センシン

グ),② 衛星直接テレビジョン放送,③ 宇宙定義及び静止軌道,④ 宇宙にお

ける原子力の使用等がある。

科学技術小委員会は,宇 宙空間の平和利用に関する科学技術面の検討を行

ってお り,1981年2月2日 から13目まで第18会期会合を開催した。また,法

律小委員会は,宇 宙空間 の平和利用に関する法律面の検討を行って お り,
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1981年3月16日 から4月10日 まで第20会期会合を開催 した。

宇宙空間平和利用委員会は,1981年6月22日 か ら7月2日 まで第24会 期会

合を開催した。

審議事項の① リモー ト・センシングについては,科 学技術小委員会では リ

モー ト・センシングによって取得したデータの配布を自由にす るか規制する

かに関してデータの分解能に応じて規制 しようとの案が出ている。また,法

律小委員会では各国が この分野の活動に際して遵守すべき原則案を作成 して

いるところである。委員会は,科 学技術小委員会のさきの会合で各国代表が

データの配布に関して従来の主張を再確認したこと,ま た,法 律小委員会の

さきの会合で案文の審議が行われたが未解決事項が残っていることを了承し

た。

審議事項の②衛星直接テレビジ ニン放送については,法 律小委員会で,各

国がこの分野の活動に際して遵守すべき原則案を作成してきたと ころ で あ

る。法律小委員会のさきの会合では,目 新 しい動きとして,各 国の意見は既

に出尽 くしているので妥協によって原則案作成の作業を早急に完了すべきと

の意見が支配的とな り,協 議が重ね られたが,な お,西 側諸国が主張する情

報の自由と東側諸国が主張する情報伝播の一部規制 とが案文作成上依然とし

て主たる対立点 として残 り,妥 協点を見出だすに至 らなかった。会期末に至

り,従 来審議されてきた案文に協議の成果を踏まえて修正を施 した ものとし

て新 しい案文が作成された(同 案を12か 国案 と称している)。委員会は,法

律小委員会のこのような動きを反映 し,非 公式作業部会を設けて原則案作成

作業を行った。12か 国案に更に4か 国が同調 し(同 案を16か 国案と称 してい

る),主 としてこの案に基づいて協議が行われたが,最 終的に合意は得られ

なかった。なお,こ の問題の今後の取扱いについては,同 年の第36回 国際連

合総会の決定により,委 員会の翌年の会合において審議を継続す ることとな

った。

審議事項の③宇宙定義及び静止軌道については,科 学技術小委員会では静

止軌道の物理的性質に関 して国際連合事務局に研究文献の作成を 求 め て お
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り,ま た,法 律小委員会では空域 と宇宙域とを海抜100～110kmで 別ける

境界を設定するとの案が出ているが境界を設定すること自体に賛否両論があ

る。委員会は,こ れらの両小委員会のさきの会合で各国代表が従来の主張を

繰 り返したことを了承した。この事項は,今 後 も引き続き審議が行われる。

審議事項の④宇宙における原子力の使用については,科 学技術小委員会で

はその安全性に関 して論議を重ねており,ま た,法 律小委員会では既存の国

際法を宇宙における原子力の使用のための規定をもって補充することの必要

性に関して検討 しているが,こ の事項は,今 後も引き続き審議が行われる。

宇宙空間平和利用委員会は,こ れらの定例的な業務のほか,国 連宇宙会議

の開催の準備を進めている。この会議については,前 年の第35回 国際連合決

議35/15に より,1982年8月9日 から22日 までオース トリアのウィーンで開

催することが正式に決定された。委員会は,宇 宙活動に関する国連主催のゼ

ミナールを定期的に計画 し実施しているが,会 議事務局長の意見を容れて,

ゼ ミナールの一部を会議の準備にあてることを了承した。1981年11月18日 か

ら25日までインドネシアのジャカルタでアジア ・太平洋地域の発展途上国向

けに開催 されたゼミナールには,我 が国からも宇宙通信関係の担当の講師と

して参加した。

(6)経 済協力開発機構(OECD)

OECDは,1961年 に欧州経済協力機構(OEEC)を 発展的に改組して発

足 した国際機関であり,我 が国(1964年 加盟)を 含む先進24か 国が加盟して

いる。OECDは 経済成長,開 発援助,貿 易拡大の三大目的を有 してお り,

これを達成するため加盟国相互の情報及び経験の交換,政 策の調整,共 同研

究等を行っている。

OECDの 組織は,上 部機構として全加盟国によって構成されOECDの

意見の正式決定機関である理事会,理 事会の補佐機関である執行委員会等が

あり,下 部機構 として経済政策委員会,開 発援助委員会及び貿易委員会など

約30の 各種委員会及び事務局がある。

OECDの 活動は,経 済,科 学,社 会,教 育等広範な分野に及んでいる。
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電 気 通 信政 策 に関 す る諸 問 題 は,科 学 技 術 政 策 委 員会(CSTP)の 下 に設 置

され てい る情 報 ・電 算機 ・通 信政 策 作 業 部 会(ICCP)を 中心 に検 討 さ れ て

い る 。

なお,ICCPは,1982年4月1日 よ り 情 報 ・電 算 機 ・通 信 政 策 委 員 会

(CICCP)と し て昇 格 した 。

1981年 度 に お け るICCP関 係 会 合 の主 な もの は,次 の とお りで あ っ た 。

① コ ソ ピ ュ ー タ社 会 のぜ い 弱性 ワー クシ ョ ップ(1981.5.19～5.21)

② 第2回 国 際 デ ー タ流 通 専 門家 会 合(1981.6.22～6.23)

③ 第10回ICCP会 合(1981.9.15～9.17)

④ プ ライ バ シ ー保 護 ガ イ ドライ ン ・フ ォ ロー ア ップ会 合(1981.10.5～

10.6)

⑤ 第3回 国際 デ ー タ流 通 専 門 家会 合(1982.1.25～1.27)

⑥ 第11回ICCP会 合(1982.3.30～4.1)

(7)国 際連 合教 育 科 学 文 化 機 関(UNESCO)

ユネ ス コは,国 際 連 合 の専 門 機 関 の 一 つ で あ り,教 育,科 学,文 化 等 多 様

な 分 野 で活 動 を行 っ て い るが,取 り分 け 近年 は コ ミュ ニ ケ ーシ ョン分野 に関

心 を 深 め て い る 。

1980年9月 か ら10月 まで ベオ グ ラ ー ドに お い て 開催 され た 第21回 ユ ネ ス コ

総 会 は,主 に 開発 途 上 国 に おけ る コ ミ ュニ ケ ー シ ョン分 野 の 開催 を 促進 す る

た め に 国 際協 力 を 強化 す る こ とを 目的 と した 国 際 コ ミュ ニ ケ ー シ ョン開発 計

画(IPDC)を 設 立 す る こ とを 決 定 した 。

1982年1月18日 か ら25日 ま で,メ キ シ コの ア カ プ ル コ に おい て,IPDC第

2回 政 府 間 理 事 会 が 開催 され,計 画 実 施 に 当た って の実 務 的 な 諸 問 題 を 審 議

した 。主 な 議 題 は,次 の とお りで あ った 。

①IPDCの 財 政 問 題

② 計 画 推 進 に 当 た っ て の優 先 分 野 及 び プ ロジ ェ ク ト採 択 の 基 準

③IPDCプ ロジ ェ ク トの選 定

④ ユ ネ ス コ事 務 局 のIPDC事 務 局 長 候 補 者 リス トの 作成
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第2節 国 際 協 力

1通 信 ・放送分野における国際協力

国づ くりを進めて行 くのに必要な資金や技術の不足に悩まされている開発

途上国に対して,経 済力,技 術力の進んだ国が,資 金や技術を提供して国づ

くりに協力することを国際協力といっている。

国際協力の目的は,開 発途上国の自助努力を支援することによってその経

済 ・社会の発展,国 民福祉の向上 と民生の安定に寄与すると同時に,こ れに

よって世界経済の均衡のとれた成長 と安定を確保することにある。

今日の世界経済は,先 進国と開発途上国との相互関係をますます深めてき

てお り,世 界の人口の4分 の3以 上を占める開発途上国の経済の発展は,世

界経済の成長 と繁栄に好ましい影響を与えつつある。特に,我 が国経済は,

極めて対外依存度が高く,世 界経済全体の調和的発展が望ましいのは当然で

あ り,南 北問題は我が国が解決すべき重要な課題の一つとなっている。この

ため,我 が国は国際協力の推進を国の重要な基本政策の一つに掲げ,厳 しい

財政再建期間中ではあるが,政 府は,「ODA(政 府開発援助)を 積極的に拡

充 し,引 き続き,そ のGNP比 率の改善を図 り,1980年 代前半5か 年のOD

A実 績総額を,1970年 代後半5か 年間の総額(106.8億 ドル程度)の 倍以上

とするよう努める。 このため,①1980年 代前半5か 年間において,1970年 代

後半5か 年間に比し,ODAに 関連する国の予算を倍以上 とすることを目指

す,② 政府借款の積極的拡大を図る,③ 国際開発金融機関の出資等の要請に

対 し積極的に対応する」,という新たな中期 目標を設定 して,開 発途上国に対

する援助の拡充に努めている。この新中期目標のもと,ODAの 拡充 ・強化を

図ることは,い わば国際公約となっていることからみても,さ らにはODA

が総合安全保障の重要な一翼を担っていることからみても,我 が国に とっ

て,極 めて重要なことといえよう。
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通信 ・放送は,経 済 ・社会発展の基盤 となる施設 として不可欠なものであ

り,そ の整備状況がその国の経済,社 会,文 化の発展に与える影響は計 り知

れないものがある。

近年開発途上国では,通 信 ・放送の重要性に対する認識が高ま り,通 信 ・

放送網を整備 ・拡充するためのプロジェク トが各国で積極的に推進されてい

るが,開 発途上国が自力で開発を行 うことは難しい状況にあ り,先 進国から

の技術協力あるいは資金協力が強 く望まれている。

このような背景の中で,優 れた技術力と経済力を有す る我が国に対する開

発途上国の期待は大きく,郵 政省は,通 信 ・放送分野における国際協力を今

後更に積極的に推進していくこととしている。

2国 際協力の実績

(1)概 況

国際協力を大別すると,研 修員の受入れ,専 門家の派遣等を行 う技術協力

と開発 プロジェクトに 対 して 資金を供与する資金協力との2つ に 分けられ

る。また,援 助の主体からみると,日 本政府 と相手国政府 との2国 間の合意

によるもの,す なわち2国 間ベースによるものと,国 際機関を通 じて行 うも

の,す なわち多国間ベースによるものとに分けられるが,こ のうち,通 信分

野における多国間ベースによるものは,ITU,UPU等 を通 じて行 う技術

協力が主体となっている。

ア.技 術 協 力

技術協力の形態 としては,研 修員の受入れ,専 門家の派遣,開 発調査の実

施,海 外技術協力センタの設置 ・運営等があ り,こ れら政府ベースの技術協

力は,主 に国際協力事業団(JICA)を 通じて実施される。

(ア)研 修員の受入れ

研修員の受入れは,開発途上国の通信 ・放送関係技術者を受け入れて,

我が国の進んだ技術を習得させるもので,56年 度においては400名 の研

修員を受け入れてお り,政 府全体の受け入れの中でも重要な部分を占め
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て い る。

(イ)専 門家 の派 遣

専 門家 の派 遣 は,開 発 途 上 国 へ通 信 ・放 送 の専 門家 を 派 遣 して,現 地

で職 員 の訓 練,通 信 ・放 送 施 設 の建 設,保 守 及 び運 用 面 の指 導,開 発 計

画 の企 画 ・助 言 等 を行 う もので,56年 度 に おい て は,193名 の専 門家 を

派 遣 して い る 。

㊥ 開 発 調 査

開 発調 査 は,開 発 途 上 国 の通 信 ・放送 関係 の開 発 計画 につ い て 調査 団

を 編 成 し,現 地 作 業 及 び 国 内作 業 を 行 っ て,そ の 計 画 の実 現 に協 力す る

も ので,マ ス タ ー プ ラ ン調 査,よ り具体 的 に プ ロ ジ ェ ク トの経 済 的 ・技

術 的 可 能 性 を探 る フ ィー ジ ビ リテ ィ調 査 及 び これ らの調 査 に先 立 って行

う事 前 調 査等 が あ る。56年 度 に お いて 実 施 した開 発 調 査 は,14件 で143

名 の専 門 家 が これ に参 加 して い る。

←)海 外 技 術 協 力 セ ン タ

海 外 技 術協 力 セ ン タ は,開 発 途上 国 に お け る 通 信 ・放 送 関係 の 技 術

者,人 材 の 養 成,技 術 の研 究 開発 等 を 行 うた め に現 地 に 設 置 され る もの

で,我 が 国 は,専 門家 の派 遣,機 材 の供 与,相 手 国 の カ ウ ン タ ーパ ー ト

の研 修 実 施 等 を通 じて協 力 を 行 って きた 。56年 度 に お いて は,ジ ョル ダ

ソ,タ イ,パ キ ス タ ン,ペ ル ー,シ ンガ ポ ー ル,パ ナ マ及 び フ ィリピソ

の7か 国 の セ ン タに対 し63名 の 専 門 家 を派 遣 して い る 。

イ.資 金 協 力

開発 途上 国に 対 す る資金 協 力 の主 要 な形 態 には,円 借款 等 の有 償 協 力 と無

償 協 力 とが あ る。56年 度 に お い て は,フ ィリピ ン,イ ン ド,バ ン グ ラデ シ

ュ,チ ュ ニジ ア,パ キス タ ン及 び イ ン ドネ シア の通 信 関 係 プ ロジ ェ ク トに対

して円 借款 が供 与 され,パ ソ グ ラデ シ ュ及 び ネ パ ール の放 送 関係 プ ロジ ェ ク

トに 対 し無 償協 力が 行 わ れ た 。

(2)技 術 協 力

ア.研 修 員 の 受入 れ
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研 修 員 の受 入 れ 方 式 は,大 別 して 集 団研 修 と個 別 研 修 とが あ る。 集 団 研 修

は,開 発 途上 国 に共 通 して 一 一 ズの 高 い 分野 を選 定 し,あ らか じめ 研 修 コー

ス を設 定 し,集 団的 に 研 修 を 実 施 す る もの で あ り,ま た個 別 研 修 は,開 発 途

上 国 か ら個 々に要 請 され る専 門 分 野 に つ い て研 修 を行 う もの で あ る 。個 別 研

修 に は,研 修 分 野 を 限 定 しな い 単発 要 請,特 定 地 域 あ る い は特 定 国 を対 象 と

す る特設 コー ス,プ ロジ ェ ク トの相 手 国側 関 係 者(カ ウン タ パ ー ト)の 受 入

れ,UPU,ITU等 の国 際機 関か らの要 請 に よる受 入 れ が 含 まれ る。研 修

対 象 者 は,開 発 途 上 国 の政 府機 関,公 共 機 関 又 は民 間 の通 信 ・放 送 関係 技 術

老,行 政 官,研 究 老 等 で,当 該 国政 府か ら推 薦 され た もの で あ る。

(ア)郵 便 関 係

郵 便 分 野 に お け る研 修 員 の受 入 れ は,郵 政 幹 部 セ ミナ の開 催 と個 別 研

修 員 の受 入 れ と して,38年 度 か ら実 施 してお り,55年 度 ま でに208名 を

受 け 入 れ てい る。56年 度 は,中 近 東 ・ア フ リカ地 域 を 対 象 とす る郵 政 幹

部 セ ミナを 開 催 し,郵 便 業 務 の管 理 ・運 営 の一 般 的 問 題 に つ い て 討 議 を

行 った が,こ の セ ミナ に は,13か 国 か ら13名 が 参 加 した 。 また,個 別 研

修 員 とし ては,ア ジア ・大 洋 州 地 域 か ら,郵 便 業 務 関 係 で1か 国1名 を

受 け 入 れ た 。

APPU職 員 交 換 計 画 で は,55年 度 まで に125名 を 受 け 入 れ てお り,

56年 度 に は11名 を 受 け 入れ た 。

(イ)電 気 通 信 関 係

電 気 通 信 分 野 に お け る研 修 員 の受 入 れ は,我 が 国 が29年 に コ ロソ ポ プ

ラ ソに加 盟 す る と と もに開 始 され,55年 度 ま でに 受 け 入 れ た 研 修 員 の総

数 は,ア ジア ・大 洋 州 地域 で1,209名,中 近 東 一ア フ リカ地 域 で720名,

中南 米 地 域 で750名,ITU等 の国 連 計 画 で187名,ITU共 催 セ ミナ

で177名,そ の他38名,合 計3,081名 に 達 し てい る。

電 気 通 信 関 係 の研 修 は,当 初,開 発 途 上 国 の個 々の 要 請 に 基 づ き個 別

研 修 と して 実 施 され て いた が,37年 度 に集 団研 修 コー ス を 創設 して 以

来,コ ー スの 拡大 強化 を進 め,56年 度 に おい て は,電 話 交 換技 術 第 一 及
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び 第二,国 際電 信 電 話 業 務,衛 星通 信 技 術(普 通),衛 星 通 信 技 術(上

級),搬 送 電 話技 術,電 話 線 路 技 術,マ イ ク ロ波 通 信技 術 第 一 及 び 第 二,

国 際 テ レ ッ クス通 信 技 術,電 話 網 計 画 設 計,国 際 電 話 交 換 技 術,国 際 デ

ー タ通 信 コー ス,電 気通 信幹 部 セ ミナ 並 び に電 気 通 信 開発 セ ミナ の集 団

コー ス15コ ー スを 設 置 して207名 の 受 け入 れ を 実 施 した 。55年 度 に比 べ

3名 の増 加 であ る。

この受 入 れ を 地域 別 にみ る とア ジア ・大 洋 州 地 域 で97名,中 近 東 ・ア

フ リカ地 域 で60名,中 南 米 地 域 で73名,ITU計 画 等 国 連 計 画 で20名,

計250名(集 団207名,個 別43名)と な って い る。

56年 度 に 実 施 した 集 団研 修 及 び 個別 研 修 の概 要 は,次 の とお りで あ る 。

〔集 団研 修 〕

① 電 話 交 換 技 術 第一 コー ス 〔第4回 〕(56.4.2～56.7.12)

電 子 交 換 機 の 基礎 知 識,シ ステ ム計 画,施 設設 計 及 び保 守 に 至 る知識

を習 得 させ る こ とを 目的 とす る コ ース で,14か 国,18名 が 参 加 した 。

② 電 話 交 換技 術 第ニ コー ス 〔第15回 〕(56.8。13～56.11.22)

電 子 交 換機 及 び ク ロスバ 交 換機 の基 礎 知 識,シ ス テ ム計 画,施 設 設 計

及 び保 守 に 至 る知 識 を習 得 させ る こ とを 目的 とす る コー ス で,18か 国,

19名 が 参 加 した 。

③ 国際 電 信 電話 業 務 コース 〔第20回 〕(56.4.30～56.7.16)

国際 電報,電 話,テ レ ックス等 国際 電 気 通 信 業 務全 般 の運 用,管 理 に

関 す る知識 を習 得 させ る こ とを 目的 とす る コ ース で,11か 国,12名 が参

加 した 。

④ 衛 星通 信 技 術(普 通)コ ース 〔第14回 〕(56.4.30～56.7.31)

イ ンテ ルサ ッ ト衛 星 通 信方 式 の基 礎 及 び全 般 につ い て,理 論 と設 備 の

知 識 を習 得 させ,さ らに 衛星 通 信 地 球 局 設備 の運 用 及 び 保 守 の実 務 を習

得 させ る こ とを 目的 とす る コ ース で,12か 国,12名 が 参 加 した 。

⑤ 衛 星 通 信 技 術(上 級)コ ー ス 〔第10回 〕(56.8。27～56.11.8)

イ ンテ ルサ ッ ト衛 星通 信 技 術 の 経 験者 に対 し,そ の 技術 及 び知 識 を 補
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足,更 新 し,更 に新 技 術 に 関す る知 識 を与 え る と と もに,衛 星 通 信 地 球

局 の 管理,運 営 につ い て の 知 識 を 習 得 さ せ る こ とを 目的 と す る コー ス

で,10か 国,10名 が参 加 した 。

⑥ 搬 送 電 話技 術 コー ス 〔第17回 〕(56.4.30～56.8.9)

搬 送 電 話 回線 網 の設 計,建 設,保 守 等 に 関す る最 新 の技 術 と知識 を 習

得 させ る こ とを 目的 とす る コ ー スで,16か 国,18名 が 参加 した 。

⑦ 電 話 線 路技 術 コー ス 〔第17回 〕(56.6.4～56.9.13)
P

電 話 線 路 施 設 の 計 画,設 計,建 設,保 守 に 関 す る一 連 の知 識 と技 術 を

習 得 させ る こ とを 目的 とす る コー ス で,15か 国,18名 が 参 加 した 。

⑧ マイ ク ロ ウ ェ ーブ通 信 技 術 第 一 コ ース 〔第18回 〕(56.7.2～56.10.11)

マ イ ク 目ウ ェ ー ブ通 信 に 係 る一 連 の技 術 と知 識 を 習 得 させ る こ とを 目

的 と し,中 南 米 地 域 以 外 の 開発 途 上 国を 対 象 とす る コ ー スで,17か 国,

19名 が 参 加 した 。

⑨ マ イ ク ロウ ェ ー ブ通 信技 術第 ニ コー ス 〔第8回 〕(56.8.27～56.12.13)

マ イ ク ロウ ェ ー ブ通 信 に 係 る一 連 の技 術 と知 識 を 習 得 させ る こ とを 目

的 と し,中 南 米 地 域 を 対 象 とす る コ ース で,19か 国,20名 が参 加 した 。

⑩ 国際 テ レ ッ クス通 信 技 術 コ ース 〔第20回 〕(56.827～56.11.16)

国際 テ レ ック ス通 信 技 術 に お け る交 換 方 式 一 般,電 子 交 換 シ ス テ ムに

つ い て の理 論 と設 備 の運 用 及 び 保 守 に つ い て の知 識 を 習 得 さ せ る こ とを

目的 とす る コー スで,12か 国,12名 が 参 加 した 。

⑪ 電 話 網 計 画 設 計 コ ース 〔第9回 〕(56.10.29～57.2.14)

電話 網 の計 画,設 計 に 必 要 な知 識 と技 術 を 習 得 させ る こ とを 目的 とす

る コー ス で,16か 国,16名 が 参 加 した 。

⑫ 国際 電 話 交 換 技 術 コ ー ス 〔第5回 〕(57.1,7～57.3.27)

国際 電 話 交 換 技 術 に お け る交 換 方 式 一 般,電 子 交 換 シス テ ム等 の理 論

と設 備 の知 識 を 与 え,さ らに 設 備 の 運 用,保 守 に つ い て の知 識 と技 術 を

習 得 さ せ る こ とを 目的 とす る コー スで10か 国,10名 が 参加 した 。

⑬ 国際 デ ー タ通 信 技 術 コ ース 〔第1回 〕(57.1.7～57.3.22)
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国際 デ ー タ通 信 に関 す る基 礎 及 び全 般 につ い て の理 論 と設 備 の 知識 を

与 え,さ らに 設 備 の運 用,保 守 技 術 を 習得 させ る こ とを 目的 とす る コ ー

スで,6か 国,9名 が 参加 した 。

⑭ 電 気通 信 幹 部 セ ミナ 〔第17回 〕(56.10.11～56.10。24)

中 近東 ・ア フ リカ地 域 の 電気 通 信 主 管 庁 又 は公 衆 電 気 通信 企 業 体 の 幹

部 を 対 象 と して,電 気 通 信事 業 運 営 上 の 諸 問題 につ い て 討論 し,参 加 国

の電 気 通 信事 業 の発 展 に 寄 与す る こ とを 目的 とす る コ ー スで,5か 国,

5名 が参 加 した 。

⑮ 電 気 通 信 開 発 セ ミナ 〔第13回 〕(57.3.7～57・3.20)

ア ジ ア地 域 の電 気通 信主 管 庁 又 は 公衆 電 気 通 信企 業 体 の幹 部 を 対 象 と

して,電 気 通 信 事 業 運営 上 の諸 問 題 につ いて 討 論 し,参 加 国 の電 気 通信

事 業 の発 展 に寄 与 す る こ とを 目的 とす る コー スで,8か 国,9名 が 参加

した 。

〔個 別 研 修 〕

56年 度 に 個 別 研 修員 と して受 け 入 れた もの は43名 で,そ の内 訳 は,電 話 交

換 技 術4か 国6名,マ イ ク ロウ 占 一 ブ通 信 技 術1か 国1名,顧 客 管理1か 国

1名,コ ン ピ ュー タ/デ ー タ通 信 技 術2か 国7名,信 号方 式5か 国10名,電 話

網 計 画1か 国2名,電 気通 信 一 般7か 国14名,職 員 訓 練2か 国2名 で あ る。

㈲ 電波 ・放 送 関 係

電 波 ・放 送 分 野 に お け る研 修 員 の受 入 れ は,36年 か ら,開 発 途 上 国 の

個 々の 要請 に基 づ き研 修 可能 な分 野 につ い て個 別 研 修 員 と して受 入 れ て

い たが,38年 度 に テ レ ビジ ョン放 送 管 理,教 育 テ レ ビジ ョン放 送 番 組 及

び テ レ ビジ ョソ放 送 技 術 の3集 団研 修 コース を創 設 して以 来,コ ー スの

拡大 強 化 を 進 め,56年 度 にお い て は,テ レビ ジ ョン放 送 管理,ラ ジ オ放

送 技術,テ レ ビジ ョン放 送 技 術,教 育 テ レ ビジ ョソ放 送番 組,電 波 監

視,中 近 東 テ レ ビジ ョン放 送 技 術 及 び放 送 幹 部 セ ミナ の計7コ ース の集

団研 修 を 実 施 した 。

電 波 ・放 送 分野 では,55年 度 まで に ア ジ ア ・大 洋 州 地域 で624名,中
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近 東 ・ア フ リカ地 域 で308名,中 南 米 地 域 で169名,ITU等 の 国 連 計

画 で25名,そ の 他25名,計1,151名 を 受 入 れ てい る。

56年 度 に お い て は,ア ジ ア ・大 洋 州 地 域 で50名,中 近東 ・ア フ リカ地

域 で33名,中 南米 地域 で27名,ITU等 国 連 計 画 で4名,計114名(集

団90名,個 別24名)を 受 け 入 れ た 。

56年 度 に実 施 した 集 団 研 修 及 び 個 別 研 修 の 概 要 は,次 の とお りで あ る 。

〔集 団研 修〕

① テ レ ビ ジ ョン放 送 管 理 コ ース 〔第15回 〕(56.5.7～56。6.18)

放 送 法 制,世 論 調 査,放 送番 組,テ レ ビ ジ ョン放 送 技 術 の概 要 等 テ レ

ビ ジ ョン放 送 の管 理,運 営 に携 わ る 中堅 幹部 職 員 と して必 要 な知 識 を習

得 させ る こ とを 目的 とす る コ ース で,11か 国,12名 が 参 加 した 。

② ラジ オ放 送 技 術 コ ー ス 〔第9回 〕(56.7.2～56.9.14)

ラジ オ送 信 シス テ ム,FM一 中波 及 び短 波 放 送 を含 む 音 声 放 送 技 術 全

般 につ い て の最新 の技 術 と知識 を習 得 さ せ る こ と を 目的 とす る コー ス

で,9か 国,11名 が参 加 した 。

③ テ レ ビジ ョン放 送 技 術 コー ス 〔第19回 〕(56.7.2～56.10.5)

カ ラ ーテ レビ ジ ョン放 送 技 術 の基 礎 知 識 及 び テ レ ビジ ョン放 送 機 器 の

運 用,保 守 等 に 関す る最 新 の技 術 を 習 得 させ る こ とを 目的 とす る コ ース

で,18か 国,19名 が参 加 した 。

④ 教 育 テ レビ ジ ョン放 送 番 組 コ ー ス 〔第19回 〕(56.7.16～56.10.5)

教 育 テ レ ビジ ョン放 送 番 組 に 関 す る映 像 効 果,ア ニ メ ー シ ョン技 術,

番組 編成,番 組 制 作 の企 画,演 出等 の知 識 と技 術 を 習 得 させ る こ とを 目

的 とす る コー ス で,15か 国,15名 が 参 加 した 。

⑤ 電 波 監 視 コー ス 〔第8回 〕(56.8.6～56.10.1)

無 線 周 波 数 の監 視 に 関 す る基 礎 知 識 を 習 得 させ る と と もに,我 が 国 の

監視 機 器 の運 用 と保 守 に関 す る最 新 の 知 識 と技 術 を 習 得 させ る こ とを 目

的 とす る コー ス で,11か 国,12名 が 参 加 した 。

⑥ 中近 東 テ レ ビジ ョン放 送 技 術 コ ース 〔第8回 〕(57.1.7～57.3.29)
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中 近 東 地域 を対 象 と して,カ ラー テ レ ビジ ョン放 送 技 術 の 基礎 知 識 及

び テ レ ビジ ョン放 送 機 器 の 運用,保 守 等 に 関 す る最 新 の技 術 を 習 得 させ

る ことを 目的 とす る コー スで,10か 国,10名 が 参加 した。

⑦ 放 送 幹 部 セ ミナ 〔第11回 〕(56.11.15～56.11。28)

放 送 行 政 及 び放 送 事 業 に 携 わ る幹部 職 員 を 対 象 と し,我 が 国 の 放送 の

現 状紹 介 と併 せ て 放送 事 業 運 営 上 の 諸 問題 につ い て 討論 し,参 加 国 の 放

送 事 業 の発 展 に 寄 与す る こ とを 目的 とす る コー スで,11か 国,11名 が 参

加 した 。

〔個 別 研修 〕

56年 度 に お い て個 別 研 修 員 と して受 け 入 れ た もの は24名 で,そ の 内容 は,

テ レ ビジ ョン放 送 技 術2か 国3名,放 送 一 般2か 国4名,電 子工 学1か 国4

名,視 聴 覚 技 術2か 国3名,教 育 テ レ ビ番 組 制作3か 国4名,電 波 監理1か

国1名,海 上無 線1か 国3名,テ レビジ ョン照 明 技術1か 国2名 で あ る。

㊥ 第 三 国 研 修 の実 施

第 三 国 研 修 は,我 が 国 が 特 定 の 開発 途 上 国 で 協 力 して い る プ ロジ ェ ク

トや技 術 訓 練 セ ンタ に,生 活 環 境 の類 似 した 近 隣 諸 国 か ら研 修 員 を 受 け

入 れ て,技 術 移 転 を効 率 的 に 実 施 す る現 地研 修 方 式 で あ る。

56年 度 は,前 年 度 に 引 き続 い て メキ シ コ,タ イ及 び ケ ニア に おい て電

気 通信 分 野 の研 修 を実 施 した 。

① メキ シ コに お け る第 三 国研 修(伝 送無 線 技 術 コース)〔 第6回 〕(56.

10.7～56.11.27)

メキ シ コ通 信 運 輸 省 電気 通 信 総 局 所 属 の電 気 通 信 学 園 に お い て,伝 送

無 線 技 術,過 疎 地 電 話 方 式,マ イ ク ロ波 回 線設 計,マ イ クロ波 伝搬 理 論

等 の知 識 及 び技 術 を習 得 させ る こ とを 目的 と して実 施 し,7か 国,19名

が 参加 した 。

② タイ に お け る 第三 国研 修(電 気通 信 技 術 コ ース)〔 第5回 〕(57.2.

16～57.3.17)

タ イ政 府 と合 同 で,モ ソ ク ッ ト王 工 科 大 学 に お い て,衛 星 通 信,デ ィ
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ジ タル伝 送,デ ィジ タ ル交 換 等 の 知識 及 び技 術 を 習 得 させ る こ とを 目的

と して 実 施 し,9か 国,12名 が 参 加 した 。

③ ヶ ニァ に おけ る 第 三 国研 修(マ イ クロ ウ ェ ー ブ通 信技 術 コ ース)〔 第

3回 〕(57.3.23～57.5.2)

ケ ニア郵 電 公 社 附 属 中 央 学 園 に お い て,マ イ ク ロ波 通 信 に関 す る基 礎

知識 及 び技 術 を 習 得 させ る こ とを 目的 と して 実施 し,10か 国,25名 が参

加 した 。

イ.専 門家 の派 遣

専 門家 の派 遣 は,技 術 協 力 の 一環 と して 開発 途 上 国 又 は 国際 機 関 との条 約

そ の 他 国際 約 束 に基 づ い て 行 わ れ る もの で,通 信 ・放 送 の分 野 に お い て は,

開発 途上 国 の通 信 ・放 送 関 係 の 主 管 庁,事 業 運 営 体,研 究 機 関,教 育 訓 練 機

関等 へ 専 門家 を派 遣 し,通 信 ・放 送 開発 計 画 の企 画 ・助 言,施 設 の建 設,保

守 ・運 用 面 の指 導,職 員 の 訓練 等 を 行 うこ とに よ り開 発 途 上 国 の人 材 育 成 に

貢 献 す る こ とを 目的 と して い る。

け)郵 便 関 係

2国 間 ベ ー スに よ る もの と して は,JICAベ ー ス に よ り郵 便 事 業 全 般

にわ た る指 導,訓 練 の た め タイ へ1名 の専 門家 を派 遣 した 。 また,UP

U国 際 事 務 局(在 スイ ス)に53年 度 か ら引 き続 き,ア ソシ エ ー ト ・エキ

ス パ ー ト1名 を 派 遣 して い る。

な お,APPU職 員 交 換 ベ ー スに よ り,56年 度 に は,5か 国 に13名 の

専 門 家 を 派 遣 した 。

以 上 の 内訳 は,第2-8-9表 の とお りで あ る 。

第2-8-9表

1JICAベ ー ス

56年度の郵便専門家派遣実績一
アジア ・大洋州地域

タ イ

計1名

1名 郵便業務訓練
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2UNDP/UPUベ ース

区 別
1人 員 任 務

UPU国 際 事 務 局

計1名

1(注) 郵便業務一般

(注)ア ソ シエ ー ト 。エ キ ス パ ー ト

3APPU職 員 交 換 ベ ー ス

区 別 1人 員1 任 務

イ ン ド ネ シ ア

韓

フ

タ

中

国

イ リ ピ ン

イ

国

計13名

1

1

且

1

1

1

1

1

5

郵便の輸送配達及び郵便切手並びに郵趣
サービス

郵便貯金業務

資材業務

郵便事業における人事管理

郵便監察の組織と役割

外国郵便業務

郵便事業における人事管理

外国郵便業務

郵便業務全般

(イ)電 気 通 信 関 係

電 気 通 信専 門家 の派 遣 は,35年 度 か ら 開始 され,56年 度 末 ま で に

JICAベ ース に よ る もの と して,ア ジ ア ・大 洋 州 地 域 へ331名,中 近 東 ・

ア フ リカ地域 へ206名,中 南 米 地 域 へ275名,国 際 機 関 等 へ22名 派 遣 し,

ま た,UNDP/ITUベ ー スに よ り248名,ESCAPベ ー スに よ り2名,

APTベ ース に よ り4名 派 遣 して お り,計1,088名 の専 門 家 を 派遣 した 。

これ らの 電 気 通 信専 門家 は 主 と して,電 話 交 換,マ イ ク ロウ ェー ブ,

通 信網 計 画,電 話 線 路,電 話 伝 送,衛 星 通 信 等 の 分 野 に お いて 開 発 途 上

国 の技 術 者 の育 成 及 び 電気 通 信 開 発 プ ロ ジ ェ ク トの 円 滑 な推 進 のた め に

協 力 を行 っ てい るが,近 年 の傾 向 と して 電気 通 信 網 計 画 の指 導 助 言 を 行

う政 策顧 問 的 な業 務 も増 加 して い る。

56年 度 に つ い てみ る と,前 年 度 か ら継 続 の もの も含 め て,JICAベ ー

ス に ょ るア ジア ・大 洋 州 地 域 へ43名,中 近 東 ・ア フ リカ地域 へ30名,中
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南 米地 域 へ37名,国 際 機 関 等 へ7名,APTベ ース で1名,UNDP/ITU

ベ ース で7名,計125名 を 派 遣 した 。

以上 の 内訳 は,第2-8-10表 の とお りで あ る 。

第2-8-10表

1JICAベ ー ス

56年度の電気通信専門家派遣実績一
ア ジ ア 。大 洋 州 地 域

シ ン ガ ポ ー ル

フ ィ リ ピ ン

イ ソ ド ネ シ ア

フ イ ジ ー

タ イ

計43名

1

1

1

2

1

2

2

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

デ ィジタル交換

データ通信

専門家派遣要請調査

帰国研修員巡回指導

電気通信計画

電気通 信 シス テムエ ンジニア

電気通 信保守

デ ィジタル無線

デ ィジタル伝送

デ ィジタル交 換

専門家派遣要 請調査

交 換

電話交換

電話線路

電話伝送

マイ クロウェー ブ通 信技術

電話交換機保守

トラピック管理

電話伝送

市 内中継線設 備設計

顧 客管理

市 内加入者線路設備設計

需 要予測

経 済 ・財務分析

経 済 ・社会効果 分析

専門家派遣要請背景調査

システ ム設計

デ ィジタル伝送

デ ィジタル交換
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タ

ネ

マ

ビ

イ

ノミ ー ノレ

レ イ シ ア

ノレ マ

中近 東 ・ア フ リカ地域

ク ウ ェ イ ト

ケ ア

リ ベ リ ア

ス ー ダ ン

ジ ョ ル ダ ン

タ ン ザ ニ ア

ザ ン ビ ア

ス ワ ジ ラ ン ド

サ ウデ ィ ・ア ラ ビ ア

中 南 米 地 域

グ ァ テ マ ラ

メ キ シ コ

1

2

2

2

計30名

1

1

1

2

2

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

且

1

1

1

1

1

計37名

1

1

1

1

1

衛星通信

帰国研修員巡回指導

専門家派遣要請背景調査
〃

トラヒック

電気通信網計画

トラヒック管理

保 全

計 画

交 換

電話線路

電話交換

マイ クロウェー ブ

多重無線中継

電気通信

〃

電話交換保守運用

電話交換

局外施設管理運用

保全管理,施 設記録

電話網計画

マイ クロリレ・一/VHF

無 線

電話交換

市内 ケー ブル接合試験

コンピューター般

デ ータ通 信

国内電気通信

国際電気通信

電話交換

電話伝送

電話線路

機材評価

データ通信
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メ キ シ コ

ノ{

ぺ

ナ

ル

マ

ボ リ ピ ア

パ ラ グ ァ イ

エ ク ア ド ル

ホ ン ジ 凸 ラ ス

ド ミ ニ カ

ブ ラ ジ ル

ア ル ゼ ン テ ィ ン

コ ロ ン ビ ア

国 際 機 関 等
APT

ITU

国 連 リモ ー トセ ッ シ
ン グ及 び セ ミナ

2

1

2

玉

1

1

1

1

1

3

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

計7名

3

且

1

1

1

衛星通信

海上無線

過疎地用電話

機材評価

訓練センタ総合アドバイザ
マイクロ網保全管理

機材評価

電話交換

電話線路

過疎地用通信網計画
マイクロウェーブ

衛星通信

電子交換

電話伝送

電話網計画,交 換

電気通信網計画

伝 送

電話伝送

電話交換

経営管理

無線技術アドパイザ

テレックス通信

電話線路

機材評価

電気通信

地域内電気通信

農村電気通信

無線通信

衛星通信

2UNDP/ITUベ ース

区 別 1人 則 任 務

ク ウ ェ イ ト

計7名

1 電気通信計画(実 務援助)
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ク ウ ェ イ ト

ビ ル マ

ア ラ ブ 首 長国連邦

サ ウデ ィ・アラビア

韓 国

電信 ・テ レックス教官

無線中継 システム

テ レプ リンター

電気通信蓄積制御 プログラム

電気通信伝送 システム

光 ケーブル通信 システム基準

3APTベ ー ス

区 別 1人 則 任 務

APT(タ イ)

計1名

1 APT事 務局次長

(ウ)電 波 ・放 送 関 係

電 波 ・放 送 関 係 の専 門家 派 遣 は,電 気 通 信 関 係 と同 じ く35年 度 か ら開

始 され,既 に20年 余 を経 て い るが,そ の間,発 展 途上 国 の経 済,社 会,

文 化 の発 展 に 大 き く貢 献 して きた 。

56年 度 末 現 在 に お け る 専 門 家 派 遣実 績 は,JICAベ ース に よ り ア ジ

ア ・大 洋 州 地 域 へ324名,中 近 東 ・ア フ リカ地 域 へ62名,中 南 米 地 域 へ71

名,国 際 機 関等 へ13名 派 遣 し,ま たUNDP/ITUベ ー ス に よ り7名,

ESCAPベ ース に よ り4名,計481名 の専 門 家 を 派遣 した 。

これ らの 専 門 家 は主 とし て,開 発 途 上 国 の放 送事 業 体 及 び 放 送 主 管 庁

に おい てテ レビ ジ ョン放 送 制 作技 術,テ レ ビジ ョン放 送 番 組 制 作 及 び 放

送 局 の建 設 計 画 ・運用 及 び 保 守 に つ い て指 導 ・助 言,技 術 者 の育 成 等 を

行 う もので あ るが,最 近 は,電 気通 信 分 野 と同 様 に計 画 分 野 に お け る政

策顧 問 的 任 務 も増 加 しつつ あ る。

56年 度 に つ い ては,前 年 度 か ら の継 続 分 を含 め て,JICAベ ース に よ

りア ジ ア ・大 洋 州 地域 へ42名,中 近東 ・ア フ リカ地域 へ4名,中 南 米 地

域 へ5名,国 際 機 関 等 へ1名,UNDP/ITUベ ース に よ り1名,計53名

の 専 門家 を 派 遣 した 。

以上 の 内訳 は,第2-8-11表 の とお りで あ る 。
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第2-8-11表56年 度の電波 ・放送専門家派遣実績

1JICAベ ース一
ア ジ ア ・大 洋 州地 域

シ ン ガ ポ ー ル

フ ィ リ ピ ン

イ ン ド ネ シ ア

フ ィ ジ ー

ス リ ・ ラ ソ カ

タ イ

モ ル デ ィ ヴ

パ ン グ ラ デ シ ー

マ レ イ シ ア

ビ ノレ マ

計42名

l

I

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

i

1

1

1

1

2

1

音響放送

有線テレビ放送
フイルム処理

放送オートメ化

テレビ番組制作

電波監視巡回指導

テレビ技術

放送管理

電波監視

電波監理

周波数監理

テレビスタジオ技術

テレビ送信技術

ラジオ放送巡回指導

ラジオ放送技術

ラジオ放送巡回指導

電波監理

番組編成計画管理

教育テレビ制作

技術管理運用

番組企画制作
スタジオ技術

テレビ美術

送信技術

教育番組制作

専門家派遣要請背景調査

テレビ放送機器保守運用

音 響

空 調

テレビ施設システム

舞台照明

専門家派遣要請背景調査

電波監視巡回指導

専門家派遣要請背景調査
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区 別 1人 則 任 務

中近東 ・アフ リカ地域

アラブ首 長 国 連 邦

中 南 米 地 域

パ ナ マ

ペ ル ー

バ ラ グ7イ

エ ク ア ド ル

国 際 機 関 等

AIBD

計4名

1

2

i

計5名

1

1

1

1

1

計1名

1

ビデオ,テ レシネ

テ レビ技術

番組制作技術

教育 テ レビ番組制作

テ レビ放送技術

放送機器供与関係機器調査

カラーテレビ放送技術

電波監理

スタジオ技術

2UNDP/τTUベ ー ス

区 別 人 員 任 務

ア フ リ カ 地 域

計1名

1 小型衛星地球局

ウ.開 発 調 査

(ア)電気通信関係

この分野の開発調査は,37年 度にボリヴィアに対 して実施したものが

最 初 で あ るが,そ の後 漸 次増 加 の傾 向 に あ り,以 来56年 度8件(第2-

8-12表 参 照)を 加 え 同年 度 末 まで に 計85件 とな って い る。

第2-8-12表56年 度 の電気通信関係開発調査実績

調 査 名 騰 鯛 人 則 概 要

イ ン ドネ シ ア

東部 イ ンドネ シア電気

通 信網整備計画事前調

査

16日 6名

他 の地域に比べて開発 が遅れ てい

る東部 イ ンドネ シアの社会的,経 済

的発展を図 るために信頼性が高 く通

信容量の大 きな電気通信網を整備す

る計画につ き本 格調査を行 うに先立

ち,相 手方 と協 議 し,本 格調査の範

囲,内 容を定める とともに関係資料

を収集す るもの。
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調 査 名 陣 鯛 人 員1 概 要

イ ン ドネ シ ア

東 部イ ン ドネ シア電気

通 信網整 備計 画実施調

査

イ ン ドネ シ ア

国際通 信長期 開発計画

事前調査

フ ィ リ ピ ン

南部ル ソン電 気通信網

整 備計画事前調 査

ボ リ ヴ ィア

電気通信網整備拡充計

画事前調査

ボ リ ヴ ィア

電気通信網整備拡充計

画実施調査

パ ラ グ ァ イ

電気通 信 ・放送拡充基

53日

14日

20日

18日

70目

58日

12名

7名

5名

4名

12名

14名

上記事前調査 の結果を踏 まえて,

本計画 の経済的 ・技術的実施可能性

を確認す るため のフ ィージ ビリテ ィ

調査

新た に発足 した 国営 国際通信事業

体 の組織 ・要員 ・運用面及 び国際 電

気通信網 の整備 ・拡充か ら国際通信

政策 の策定 まで含 む総合的 ・長期的

開発計画につ き,本 格調査 を行 うに

先立 ち相手方 と協議 して計画 内容 を

確認 し,協 力 の範 囲 ・内容 を定 める

とともに関係資料を収集す る もの。

電気通信 サー ビス改善を 目的 とし

た10か 年計画(1978年 ～1987年)の

一環 として,南 部 ル ソンの地方町村

の通信網整備計画 について本格調査

を行 うに先立 って相手方 と協議 を行

い,本 格調査 の範 囲,内 容及 び実施

方針を確定す ると ともに,現 地通信

事情 の調査,関 連情報 の収集等 を行

うもの。

電話 サー ビスの改善,無 電話地域

の解消,市 外電話 の自動化,電 話網

の整備等を 内容 とす る国内電気通信

網整備拡充計画につ いて本格調査を

行 うに先立 ち相手方 と協議 して計画

内容を確認 し,協 力の範 囲 ・内容を

定め ると ともに関係資料 を収集す る

もの。

上記事前調査 の結果を踏 まえて,

本計画 の経済的,技 術的実施可能性

を確認す るため のフ ィージ ビリテ ィ

調査。

55年 度に実施 した事前調査の結果

を踏 まえて電気通信 ・放送全般にわ
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本計画実施調査(フ ィ

ージ ビリテ ィ調査)

パ ラ グ ァ イ

電気通信 ・放送拡充基

本計画実施調査(マ ス

タープ ラン調査)

87日 28名

た る総合的長期拡充計画の うちパ ラ

グァイ側が特 に早期 の実施を望んで

い るデ ィジタル電話交換機の アス ン

シオ ン地区への導入,地 方電話網の

主要5地 区における整備及び国際 自

動電話サー ビスのアス ンシオン地 区

への導入の三 つの計画 について,そ

の経済的 ・技術的実施可能性を調査

す るもの。

55年度 に実施 した事前調査の結果

を踏 まえて相手方 と協議 しつつ電気

通信 ・放 送全般 にわ たる総合的な長

期計画(1983年 ～1997年)を 策定す

るもので,次 の5分 野を包含 してい

る。

(1)電波監理 ・監視(2)国 内電気通 信

(3)国際電気通信(4)教 育 テ レビ放送

(5)全分野の人材 養成

(注)ボ リヴィア ・電気通 信網整備拡充計画実施調査,パ ラグアイ ・電気通信 ・放

送拡充基本計画実施調査(フ ィージ ビリティ調査)及 び55年 度に実施 した アレ

クサ ン ドリア電話網整備計画実施調査については,そ れ らの調査完了後,報 告

書案説 明のため,そ れぞれ,15目 間6名,24日 間3名,12日 間4名 を現地に派

遣 した。

これらの調査は,国 内電話網整備計画,地 域電気通信網開発計画,マ

イクロウェーブ回線網建設計画,海 底同軸ケーブル敷設計画,衛 星通信

地球局建設計画等その分野は多岐にわたってお り,こ れ らの計画に関し

て,フ ィー ジ ピ リテ ィ調 査,基 本 設 計 等 を 行 った もの で あ る。

(イ)電 波 ・放 送 関係

電 波 ・放 送 分 野 の開 発 調 査 は,41年 度 に実 施 した タイ の テ レ ビジ コソ

放 送 網建 設 計 画 調 査 が 最 初 で,そ の後 も多 くの 調 査 団 を派 遣 し,56年 度

に 実 施 した6件(第2-8-13表 参 照)を 加 え る と,同 年 度 末 まで に 計

40件 とな って い る 。
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第2-8-13表56年 度の電波 ・放送関係開発調査実績一
イ ソ ドネ シ ア

ラジオ ・テ レビジqン

放送訓練 セ ンタ建設計

画基本設計調査

イソ ドネシア

海上無線通信網整備拡

充計画調査

マ レ イ シ ア

東 マ レイ シァFM放 送

網整備拡充計画事前調

査

ビ ル マ

テ レビジ ョン放送施設

拡充計画事前調査

21日

60日

15日

13日

10名

15名

5名

4名

ラジオ ・テ レビジ ョン放 送に関す

る専門的知識 ・経験 を持ったス タ ッ

フを組織 的に養成す るための訓練 セ

ンタの建 設計画につ き必要な協議を

行 うとともに,そ の基本設計に必 要

な資料 を収集する もの。

55年度 に実 施 した事前調査の結 果

を踏まえて,海 上無線通信設備の老

朽 化 と通 信需要 の増 大に対 処す るた

め,西 歴2000年 までの長期 的な海 岸

局 の整 備拡充 計画の策定に関 して現

地 調査,必 要資料 の収 集等を行 うも

の。

マ レイ シア国は,国 家開発,社 会

開発 の根 幹を成 す もの としてFMに

よる全 国放送網 及び地 域放送 網の整

備計画 を推進 してお り,既 にマ レイ

半 島の部分については昨年度 に我 が

国の技術 協力に よ り同計画の経 済的,

技術的実 施可能 性についての調査が

完 了 している。 そのため,残 る東 マ

レイ シァ地域(サ バ,サ ラワク両州)

において同様 の計画を策定 する こと

となった。

本件調 査は この計画について本 格

調 査を行 うに先立って相手 方 とその

範 囲,内 容及び実施方針について協

議す る とともに,関 連情報を収集す

るもの。

ビルマ国は,国 民統合の推進,経

済成長,国 民 の教育 ・文化水準の向

上 等に果 たす テ レビジ ョン放 送の役

割を重 視 し全 国放送網建設 長期 計画

を策定 し,そ の一部 の施設建 設にっ

き我が国の協 力を要請 して きた。本
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調 査 名1派 遣綱 人 則 概 要

ビ ル マ

テ レビジョン放送施設

拡充 計画基本設計調査

タ イ

スコタイ ・タマチ ラッ

ト放 送大学教 育放送番

組制作 セ ンタ建設計画

基本設計調 査

14目

21日

6名

7名

調査は,こ の計画につ き本格調査を

行 うに先立 ち,そ の基本構想,範 囲,

内容等につ き相手方 と協議する とと

もに必要な資料を収集す るもの。

事前調査の成果を受 けて基本設計に

必要な協議 と資料収集を行 うもの。

タイ国は,国 民 に広 く高等教育の

機会を与え るため1978年 に スコタ

イ ・タマチ ラッ ト放送大学を開設 し,

通信教育,ラ ジオ ・テ レビジ コンを

通 じて の教育放送,ス クリングに よ

り教育を行い成果 を上げ てきてい る

が,こ のほ どこれ を拡充す ることと

し教育放送番組制作 セ ンタの建設に

つ き我が国の協力を要請 してきた。

本調査は,本 計画につ いて相手方

と協議す るとともに,番 組制作設備,

建物等について基本設計 を行 うため

必要 な資料の収集を行 うもの。

(注)イ ンドネ シア ・ラジオ ・テ レビ ジ ョソ放送訓練 セ ンタ建設計 画基本設計調

査,イ ンドネ シア ・海上無線通信網整 備拡充計画調査については,そ れ らの調

査完了後,報 告 書案説 明のため,そ れぞれ,7日 間5名,9日 間6名 を派遣 し

た。

なお,イ ン ドネ シア ・海上無線通 信網整 備拡充計画調査については報告書案

説 明に先立って中間報告 のため,11日 間6名 を派遣 した。

これ らの 調 査 は,ラ ジ ナ放 送 網 整 備 計 画,テ レ ピジ ョソ放送 局 建 設 計

画,沿 岸 無 線 網 拡 充 計 画等 につ い て,事 前 調 査,フ ィー ジ ビ リテ ィ調

査,基 本 設 計,実 施設 計 等 を 行 った もの で あ る 。

エ,海 外 技 術 協 力 セ ソ タ

電 気 通 信 ・放 送 分 野 に お け る海 外 技 術 協 力 セ ンタ と して最 初 に 開 設 され た

のは,タ イ 電気 通 信 訓 練 セ ン タ(35年 開 設)で あ るが,以 降,パ キ ス タ ン電

気 通 信 研 究 セ ソ タ,メ キ シ コ電気 通 信 訓 練 セ ン タ,イ ラン電 気 通 信研 究 セ ン
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タが 漸 次 設 立 され,後 に タイ ・モ ソ ク ッ ト王 工 科大 学 に 昇 格 した タイ 電 気 通

信訓 練 セ ソタ を除 い て は,い ず れ も協 力 期 間 経 過 後 は,相 手 国 の 自主 運 営 に

引 き継 が れ て い る 。

56年 度 に お い て は,前 年 度 か ら継 続 して 協 力 を 行 って い る ジ ョル ダ ン王 立

科学 院電 子 工 学 サ ー ビス訓 練 セ ソ タ,タ イ ・モ ン ク ッ ト王 工 科 大 学,パ キ ス

タ ン中央 電気 通 信 研 究 所,ペ ル ー電 気 通 信 訓 練 セ ン タ,目 本 ・シ ン ガ ポ ー ル

ソ フ トウ よア技 術 研 修 セ ン タ及 び パ ナマ 国 営 教 育 テ レ ビ放 送 計 画 の6プ ロジ

ェ ク トの うち,ジ ョル タ ン王 立 科 学 院 電 子 工 学 サ ー ビス訓 練 セ ンタへ の協 力

が終 了 し,ジ ョル ダン 国 の 自主 運 営 に 引 き継 が れ た ほ か は 引 き続 い て協 力を

行 い,ま た,フ ィ リピ ン電 気 通 信 訓 練 セ ン タ に対 す る協 力 が 新 た に 開始 され

た 。56年 度 に おい て,こ れ ら七 つ の プ ロジ ェ ク トに 対 し派 遣 され た調 査 団

は,6件28名,専 門 家 は35名,我 が 国 に 受 け 入 れ た カ ウ ソ タ ー パ ー トは25

名,ま た,我 が 国 が供 与 した機i材総 額 は,9億5,800万 円 で あ った 。

ジ ョル ダ ン王 立 科学 院電 子 工 学 サ ー ビス訓 練 セ ンタ及 び現 在 協 力 中 の 各 セ

ン タ の概 況 は 第2-8-14表 の とお りで あ る。

第2-8-14表 海 外技術協力セ ンタの概況

・ンタ名及び協力期剛 概 況

ジ ョル タ ン王 立 科 学 院

電 子 工 学 サ ー ビ ス訓 練

セ ンタ

52,12.17～

56.12.16(4年)

同セ ンタに対 しては,電 子機器に係 る保守,試 験及

び標準校正のサ ービス業務を一元的に行 うとともに,

関連機関において これ らの業務に従事す る技術者 の訓

練を併せて行 うことを 目的 として協力を続 けて きたが,

協力期間終了を控え,56年11月 に エパ リエーシ ョンチ

ーム(4名)を 派遣 して調査 した結果,十 分 に技術移

転が達成 された との結論に達 し,協 力期 間終 了後 はジ

ョルダ ン国の自主運営 に引 き継がれ るこ とになった。

。協 力実績(56年 度分再掲)

調査 団,専 門家 の派遣36名(7名)

カ ウンターパー トの受入れ11名(4名)

機材 の供与3億8,700万 円(9,100万 円)

(注)上 記 セ ンタ協 力ペースに よる協 力のほか,無

償 資金協 力ベースで建物建設 のため10億 円の贈

与 を行 っている。
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セソタ名及び協力期 間 概 況

タ イ ・モ ン ク ッ ト王 工

科 大 学

53.12,12～

57。12。11(4年)

パ キ ス タ ン中央 電 気通

信 研 究 所

54.3.22～

59.3.21(5年)

ペ ル ー電 気 通 信 訓 練 セ

ンタ

54.11.2～

本大学は,我 が国の協力 によ り35年に電気通信訓練

セ ンタとして設立 され て以来,継 続発展 し45年 に5年

制 の国立大学に昇格 したものであ り,我 が国は現在,

同大学に対 し,デ ータ処理工学,半 導体工学 及び電力

工学 の3分 野でセ ンタ方式に よる技 術協力を行 ってい

る。

56年8月 には計画打合せ チーム(4名)を 派遣 し,

協 力開始か ら現在に至 るまでの協力実施状 況の調査及

び協力期間内における協力を一層効率的な もの とす る

ための方策の検討を行 った。

・協 力実績(56年 度分再掲)

調査団,専 門家の派遣27名(8名)

カウ ンターパ ー トの受入れ11名(0名)

機材の供与4億100万 円(1億2,200万 円)

(注)上 記 セ ンタ協力ベ ースに よる協力のほか,無

償資金協 力ベースで建物建設及び研究機材 のた

め約10億 円を贈与 してい る。

本研究所 は,我 が 国の協力に よ り設 立 され たハ リプ

ールの電気通信研究 セ ンタを発展,拡 充 したものとし

て イス ラマバー ドに設立 され,現 在は電話,電 信,無

線,伝 送 及び製造 の各分野の電気通 信機器 の研究及び

開発に対する協 力を行 ってい る。

57年2月 末か ら計画打合せチー ム(5名)を 派遣 し,

残 る協力期 間の協力を よ り有効にす るために,具 体的

な方策,目 的 につい て,パ キ スタン側 との協議を行 っ

た。

。協力実績(56年 度分再掲)

調査団,専 門家 の派遣44名(18名)

カウンターパー トの受入れ8名(4名)

機材の供与2億400万 円(3,900万 円)

(注)上 記 セ ンタ協力ベ ースに よる協 力のほか,無

償資金協 力ペースで,建 物建設 及び研究機材 の

ために22億 円の贈与を行 っている。

本 セ ンタは,ペ ルー国におけ る電気通信 ・放送 分野

の技術者の養成 を 目的 として48年 に設立され,我 が国

は,現 在,電 話交換,電 話線路,伝 送 及び放送 の4分
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セン・名及び励 期剛 概 況

5λ11.1(3年)

日本 ・シ ン ガ ポ ー ル ソ

フ ト ウ ェ ア 研 修 セ ン タ

55.12.18～

60.12.17(5年)

パ ナ マ 国 営 教 育 テ レ ビ

放 送 計 画

56.2.11～

61.2.10(5年)

フ ィ リピ ン電 気通 信 訓

練 セ ンタ

56.4.2～

6L4.1(5年)

野におけ る訓練 について,セ ンタ方式 に よる技術協 力

を行っている。

56年Il月 末か らは巡 回指導 チーム(5名)を 派遣 し,

セ ンタの運営状況 の把握 及び問題点 につい ての調 査 ・

検 討を行 い,そ の結果を ふまえて,ペ ルー側 関係者 及

び 日本人 専門家 に対 し指導 ・助言を行 った。

。協力実績(56年 度分再掲)

調 査団,専 門家 の派遣26名(10名)

カウンターパー トの受入れ8名(6名)

機材 の供与3億500万 円(1億3,000万 円)

本研修 セ ソタは,シ ンガポールにおける将来の ソフ

トウェア産業を担 う人材 を養成す ることを 目的 として

設 立され,我 が国は,コ ンピュータ ・ソフ トウェア分

野 において,セ ンタ方式 による技術協 力を行 っている。

57年3月 には,セ ンタの円滑 な運営 を図るために,

57年度 における研修 コース,カ ウ ンターパー トの研修

等 についてシ ンガポール側及 び 日本人専門家 と意見交

換 を行 うことを 目的 に,計 画打合せ チームを派遣 した。

・協 力実績(56年 度分再掲)

調査 団,専 門家 の派遣24名(7名)

カウンターパー トの受入れ6名(6名)

機材 の供与2億8,700万 円(2億8,700万 円)

パナマ政府 は同国における教 育の普 及 と人 材の育成

を図るため,国 営教育 テ レビ放送体制 を整 備,拡 充す

る計 画を策定 してお り,こ の計 画に関連 して,我 が国

は番組制作,ス タジオ技術及 び送信技術 の分野 におい

て,セ ンタ方式 による技術協 力を行 っている。

。協 力実績(56年 度分再掲)

調査 団,専 門家 の派遣16名(6名)

カ ウンターパー トの受入れ4名(4名)

機材 の供与2億3,300万 円(2億3,300万 円)

フィ リピン政府 は,電 気通 信網建設 計画 の一環 とし

て,ル ソソ島北部 の電気通信網建設計 画を遂 行 してお

り,こ れ が完成 した際 は,良 質 でか つ大量 の保守,運

用要員 が必要 となる。 しか し,現 在 の電気通 信訓練所

では,そ れ に十分対応す るこ とができないことか ら,
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セ ンタ名及び協 力期間 概 況

これ を整 備拡 充 す るた め に 我 が国 に対 しセ ンタ協 力方

式 に よ る技 術 協 力を 要 請 して きた。

我 が 国 は,56年3月 末か ら4月 にか け て 実 施協 議 チ

ー ム(5名)を 派 遣 し,4月2日 にRecordρfDis6us-

s圭onsを 締 結 し,5年 間 の協 力を 開 始 した 。

。協 力 実績(56年 度 分 再掲)

調 査 団,専 門 家 の 派 遣14名(7名)

カ ウ ンタ ー パ ー トの 受 け入 れ1名(1名)

機 材 の供 与5,600万 円(5,600万 円)

(3)資 金 協 力

通 信 ・放 送 分 野 に おけ る資 金 協 力 は,36年 度 に パ キ ス タ ソの電 信 電 話 施設

拡 張計 画 に 対 して供 与 され た 円借 款 に始 ま るが,そ の 後 次 第 に対 象 プ ロ ジ ェ

ク トも増 え,そ の 分野 もマイ クロ ウ ェ ーブ網 建 設,電 気通 信 網 建設,衛 星地

球 局建 設,海 底 同軸 ケー ブ ル建 設,電 気 通 信 ・放 送 網 拡充,ラ ジ オ ・テ レビ

ジ ョン放 送 訓 練 セ ン タ建 設,海 上 無 線通 信 網 整 備,電 波 監視 網 整 備 等 多 岐 に

わ た り,供 与対 象 国 もア ジ ア地 域 は も と よ り,中 近 東 ・ア フ リカ地 域,中 南

米 地域 に拡 大 して い る。

56年 度 にお け る円借 款 供 与 プ ロ ジ ェ ク ト件 数 は7件(い ずれ も電 気 通 信 関

係,第2-8-15表 参 照)で あ り,計 約367億 円が 供 与 された 。56年 度 末 ま

で の 円借 款 供 与 プ ロジ ェ ク トは,同 年 度 の7件 を 加 え 計95件 に達 してい る。

また,無 償 資 金協 力 と して,56年 度 は,バ ン グラデ シ ュの ラジ1オ放 送 会 館

設 立計 画 及 び ネパ ール の 中波 ラジ オ放送 網整 備 拡 充 計 画 に対 し,計 約24億 円

が 供与 され た(第2-8-16表 参 照)。



第2-8-15表56年 度通信放送分野における円借款一覧表

交 換公文
署名年月日

56.6.9

56.7.17

56.11.23

56.11曹3Q

57.1.13

57.1.14

57。1。23

供 与 先

フ ィ リ ピ ン

イ ン ド

バ ン グラ デ シ

ユ

チ ュ ニ ジ ア

イ ン ド

パ キ ス タ ン

イ ン ドネ シ ア

金 額
(百万円)

7,600

9,400

1,792.5

4,100

6,000

1,900

5,908

実施機関

海外経済
協力基金

〃

〃

'ノ

〃

〃

〃

年利
(%)

3.0

2.75

1.875

4.25

2.75

2.75

3.0

据置
期 間
(年)

10

10

10

7

10

10

10

返済
期間
(年)

30

30

30

25

30

30

30

対 象 プ ロ ジ ェ ク ト名

地方通信計画

電気通信施設拡充
計画

ダ ッ カ ・チ ッ タ ゴ
ン間 マ イ ク ロ ウ ェ
ー ブ及 び タ リバ バ

ド ・ダ ッカ 間 同軸

ケー ブル 計 画

通信施設拡充計画

電気通信施設拡充
計画

沿 岸 部 マイ ク ロウ
エ ー ブ計 画

遠隔地通信網整備
計画

貸付契約
締 結 日

57.6,16

56.10.15

備 考

E

ぬ
　

1

北部 ルソン地域 の電気通
信網整備 卜。

義長語 轡 聾量套蓼 恥
電話回線網設置

卑夢糞編錦勾 響
ル計画」の変更 と,支 出

期間 の延長

衛星通信地上局の建設,
可搬型交換機の調達,ト
ランス ミッシ ョン網 の建

設

56.7E/Nの 「同 名 の プ ロ

ジ ェ ク ト」 へ の第2次 分

臨海都市間のマイ クロウ
ェーブ通信回線の開設

ジ ャワ島以外の地方都市

間マイ クロウェーブ通信
網の建設

(注)「 返済期 間」は,据 置期 間を含んだ期 間である。
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56年度通信放送分野における無償資金協カー覧表

交 換 公文
署名年月日

56.6,22

56.7.5

供 与 先

バ ング ラ デ シ ュ

ネ パ ー ル

金 額
(百万 円)

1,440

1,950

対 象 プ ロ ジ ェ ク ト名

ラジオ放送会館

設立計画

中波ラジオ放送

網整備拡充計画

備 考

ダ ッカ市 内に

ラジオ放送局

を建設

全国 ラジオ放

送網開設のた

め,カ トマ ン

ドゥに送信所

及 び演奏所,

ポカラに送信

所を建設


